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は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
夜
の
ニュ
ー
ス
に
よ
っ

て
報
じ
ら
れ
、翌
日
の
朝
刊
各
紙
が
揃
っ
て
一
面
で
伝
え
た「
天
皇
陛
下 

生
前
退
位
の
意

向
」と
い
う
突
然
の
報
道
に
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。そ
れ
か
ら

一
か
月
近
く
経
っ
た
八
月
八
日
に
天
皇
陛
下
は
、ご
高
齢
に
よ
っ
て
天
皇
と
し
て
の
ご
公
務

の
遂
行
に
支
障
が
出
る
こ
と
へ
の
ご
懸
念
か
ら
、皇
位
を
退
か
れ
る
と
の
意
を
示
唆
す
る

ビ
デ
オ・メ
ッ
セ
ー
ジ
を
み
ず
か
ら
国
民
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る「
生
前
退

位
」へ
の
道
が
一
挙
に
開
か
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、我
が
国
の
皇
位
継
承
は「
専
ら
天
皇
の
崩
御
に
因
る
こ
と
を
我
が
国
古
来
の
恒

法
」と
し
て
き
た
の
で
す
が
、飛
鳥・奈
良
時
代
よ
り
天
皇
が
ご
在
世
中
に
皇
位
を
退
か
れ

る
例
が
生
じ
、一
般
的
に
は「
譲
位
」と
称
し
ま
す
。そ
の
嚆こ

う
し矢
は
大
化
の
改
新
に
際
し
て

皇
極
天
皇（
第
三
十
五
代
）か
ら
孝
徳
天
皇（
第
三
十
六
代
）へ
の
譲
位
で
す
が
、平
安
時

代
以
降
は
そ
れ
が
常
態
と
な
る
に
至
り
、た
め
に
、し
ば
し
ば
政
争
の
具
と
さ
れ
、①
摂
関
政

治
や
②
院
政
の
よ
う
な
変
則
的
な
政
体
を
生
み
、さ
ら
に
は
流
血
の
内
戦
の
悲
史
を
招
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、明
治
維
新
に
よ
っ
て
国
家
体
制
が
大
き
く
革あ

ら
たま

っ
た
の
を
機
に
、こ
れ
ま
で
成

①
摂
関
政
治

平
安
時
代
、藤
原
氏
は
天
皇
の
外
戚（
母

方
の
親
族
）と
し
て
、摂
政
や
関
白
な
ど
の

要
職
を
独
占
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
政
治
的

地
位
は
非
常
に
高
く
、天
皇
に
対
し
て
譲
位

を
迫
る
事
件
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
ぐ
ら
い

で
す
。例
え
ば
、第
六
十
七
代
三
条
天
皇
は
、

藤
原
道
長
か
ら
自
身
の
娘
が
産
ん
だ
敦
成

親
王（
後
一
条
天
皇
）に
位
を
譲
る
よ
う
迫
ら

れ
、譲
位
さ
れ
ま
し
た
。

 

②
院
政

上
皇
ま
た
は
天
皇
の
父・祖
父
が
天
皇
に

代
わ
っ
て
政
務
を
行
う
院
政
は
、時
と
し
て

朝
廷
内
に
お
け
る
親
子
間
、兄
弟
間
の
権
力

争
い
を
増
長
さ
せ
、内
乱
の
遠
因
と
も
な
り

ま
し
た
。

平
安
時
代
末
期
に
は
、崇
徳
上
皇
と
弟

の
後
白
河
天
皇
が
対
立
し
た
保
元
の
乱

と
、後
白
河
上
皇
と
子
で
あ
る
二
条
天
皇

が
争
っ
た
平
治
の
乱
が
起
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
政
変
は
、武
家
の
力
の
伸
長
を

ま
ね
き
、後
に
武
家
政
権
が
誕
生
す
る
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。

文
化
し
た
皇
位
継
承
の
ル
ー
ル
が
な
か
っ
た
こ
と
が
国
政
に
大
き
な
混
乱
を
惹
起
し
て
き

た
過
去
を
省
み
て
、こ
れ
を
明
文
で
確
定
し
た
の
が
明
治
二
十
二
年
制
定
の
旧
皇
室
典
範

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
た
原
則
は
男
系
主
義
を
再
確
認
し
た
上
で「
譲

位
」（
そ
し
て
同
様
に
皇
位
継
承
に
不
安
要
因
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る「
女
帝
」）を
認
め

な
か
っ
た
こ
と
で
す
。現
皇
室
典
範
も
こ
れ
を
踏
襲
い
た
し
ま
し
た
。

戦
後
の
歴
代
政
府
は
こ
の
趣
旨
を
忠
実
に
遵じ

ゅ
ん
し
ゅ守し

て
き
ま
し
た
が
、こ
の
度
の
陛
下
の

ご
趣
意
は
―
立
法
時
に
は
全
く
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
―「
高
齢
化
社
会
」に
お
け
る「
高
齢

の
天
皇
」の
お
務
め
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
全
く
新
た
な
問
題
提
起
と
申
し
上
げ
て

よ
い
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
を
受
け
て
国
会
は「
こ
の
天
皇
陛
下
の
お
気
持
ち
を
理
解
し
、こ
れ
に
共
感
し
て
い

る
」国
民
の
動
向
に
も
配
慮
し
つ
つ
、現
典
範
の
条
文
に
は
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、超
党

派
で「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」な
る
臨
時
特
別
法
を
起
案
し
、翌

二
十
九
年
六
月
七
日
に
成
立
さ
せ
ま
し
た
。こ
の「
特
例
法
」に
基
づ
い
て
政
府
も
三
十
年

四
月
三
日
に「
天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う
国
の
儀
式
等
の

挙
行
に
係
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
」を
閣
議
決
定
し
、本
年
四
月
三
十
日
か
ら
営
ま
れ
る
今

次
の
御
代
替
り
の
諸
儀
が
い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。
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御
代
替
り
の
諸
儀
と
は

先
述
し
た
経
緯
で
構
想・整
備
さ
れ
た
近
代
の
御
代
替
り
の
儀
式
は「
践せ

ん
そ祚
」「
改
元
」

「
③

御ご
た
い
そ
う

大
喪
」「
④
即
位
の
礼
」「
⑤
大
嘗
祭
」の
五
儀
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。

最
初
に
行
わ
れ
る「
践
祚
」と
は「
先
帝
の
崩
御
を
受
け
、新
帝
が
直
ち
に
皇
位
に
即つ

か
れ
る
こ
と
」で
あ
り
、皇
位
の
継
承
で
あ
る「
三
種
の
神
器
」（
八や

た
の
か
が
み

咫
鏡
・
天

あ
め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
・

八や
さ
か
に
の
ま
が
た
ま

尺
瓊
曲
玉
）の
承
継
を
中
心
と
す
る
儀
礼
で
す
。

続
い
て
天
皇
の
ご
在
位
年
間
の
記
号
と
な
す「
元
号
を
改
定
す
る
こ
と
」す
な
わ
ち「
改

元
」が
な
さ
れ
、こ
の
二
儀
か
ら
概
ね
五
十
日
以
内
に
先
帝
の
ご
葬
儀
で
あ
る
一
連
の「
御

大
喪
」の
儀
を
厳
粛
に
斎
行
、こ
れ
を
境
と
し
て
新
旧
の
御
代
の
交
替
が
現
実
の
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

先
帝
崩
御
か
ら
一
年
の
諒り

ょ
う
あ
ん闇（
服
喪
）期
間
を
終
え
て
、い
よ
い
よ「
践
祚
の
後
に
時
日
を

置
い
て
即
位
の
こ
と
を
広
く
宣
示
す
る
」た
め
の「
即
位
の
礼
」と「
新
帝
が
初
め
て
新
穀

を
神
々
に
供
え
、み
ず
か
ら
も
召
し
上
が
る
」祭
典
で
あ
る「
大
嘗
祭
」の
準
備
が
始
ま
り

ま
す
。そ
し
て
、そ
の
年
も
し
く
は
翌
年
の
秋
に
両
儀
が
華
麗
あ
る
い
は
厳
粛
に
執
り
行
わ

れ
、こ
れ
で
お
よ
そ
二
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
御
代
替
り
の
す
べ
て
の
祭
儀
が
め

で
た
く
終
了
す
る
と
い
う
次
第
。

以
上
の
諸
儀
は
実
定
法
に
よ
っ
て
体
系
的・網
羅
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。周
知
の

③
御
大
喪

大
喪
と
は
、天
皇・太
皇
太
后・皇
太
后・

皇
后
の
ご
葬
儀
の
こ
と
で
す
。旧
皇
室
典
範

の
下
で
は
、天
皇
や
皇
族
の
ご
葬
儀
に
つ
い

て
規
定
し
た
皇
室
喪
儀
令
と
い
う
法
令
が

あ
り
、そ
の
規
定
に
の
っ
と
り
葬
儀
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、敗
戦
後
、そ
の
他
の
皇

室
に
関
わ
る
法
令
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。し
か
し
、昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日

付
で
発
せ
ら
れ
た
通
牒
の「
従
前
の
規
定
が

廃
止
と
な
り
、新
ら
し
い
規
定
の
で
き
な
い

も
の
は
、従
前
の
例
に
準
じ
て
事
務
を
処
理

す
る
こ
と
」と
の
条
規
に
よ
っ
て
、廃
止
さ
れ

た
皇
室
喪
儀
令
通
り
に
皇
室
の
ご
葬
儀
が

実
施
さ
れ
た
と
い
う
実
績
が
あ
り
ま
す
。

④
践
祚・即
位

古
い
時
代
、践
祚
と
即
位
に
は
区
別
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、時
代
が
下
る
に
つ
れ

て
、践
祚
は
、先
帝
崩
御
又
は
譲
位
の
後
、直

ち
に
皇
嗣
が
皇
位
を
継
承
さ
れ
る
こ
と
で

あ
り
、即
位
は
、広
く
内
外
に
皇
位
の
継
承

を
宣
明
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、「
祚
」と
は
皇
位
を
意
味
し
ま
す
。

⑤
大
嘗
祭

大
嘗
祭
は
、新
し
く
皇
位
に
つ
か
れ
た
天
皇

が
初
め
て
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
の
こ
と
で
、悠
紀

地
方（
京
都
の
以
東
以
南
）・
主
基
地
方（
京
都

の
以
西
以
北
）の
斎
田
で
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を

天
皇
御
自
ら
天
照
大
神
と
天
神
地
祇
八
百
万

の
神
々
に
お
供
え
に
な
り
、ま
た
自
ら
も
共
に

食
さ
れ
る
儀
式
で
す
。

毎
年
行
わ
れ
て
い
る「
新
嘗
祭
」に
対
し

て
、天
皇
一
世
に
一
度
だ
け
行
わ
れ
る「
毎

世
の
大
嘗
」と
も
言
わ
れ
、中
国
か
ら
移
入

よ
う
に
、明
治
以
降
の
国
家
体
制
は
大
日
本
帝
国
憲
法（
旧
憲
法
）を
頂
点
と
す
る
国
務
法

（
憲
法・法
律・勅
令・軍
令
な
ど
）と
、憲
法
と
同
格
の
法
と
さ
れ
た
皇
室
典
範（
旧
典
範
）

を
頂
点
と
す
る
宮
務
法（
皇
室
典
範・皇
室
令・宮
内
省
令
な
ど
）の
二
元
的
法
体
制
か
ら

成
っ
て
お
り
、宮
務
法
は
⑥
議
会
の
関
与
を
全
く
受
け
な
い
法
令
群
だ
っ
た
の
で
す
。し
た

が
っ
て
、皇
位
継
承
に
関
す
る
こ
と
が
ら
は
旧
典
範
に
基
本
規
定
を
置
き
、そ
の
祭
儀
の
時

期・場
所・次
第
な
ど
の
細
則
は
典
範
の
下
に
制
定
さ
れ
た
皇
室
令
の一つ
で
あ
る

⑦

登と
う
き
ょ
く
れ
い

極
令

が
綿
密
か
つ
詳
細
に
規
定
し
、大
正・昭
和
両
度
の
御
代
替
り
は
こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
営
ま
れ

た
の
で
し
た（「
御
大
喪
」は
同
様
に
皇
室
令
の
一つ
で
あ
る
皇こ

う
し
つ
そ
う
ぎ
れ
い

室
喪
儀
令
に
拠
っ
て
行
わ
れ

ま
す
）。

こ
れ
に
対
し
て
、日
本
国
憲
法（
現
憲
法
）と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
同
名
の
皇
室
典
範

（
現
典
範
）は
国
会
で
の
単
純
過
半
数
の
議
決
に
よ
っ
て
改
廃
が
可
能
な
一
法
律
に
過
ぎ

ず
、皇
位
継
承
に
関
し
て
は
、そ
の
資
格
と
順
序
な
ら
び
に
即
位
の
礼
に
関
す
る
基
本
的
規

定
を
設
け
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、「
践
祚
」「
改
元
」「
大
嘗
祭
」に
関
す
る
条
文
を
全
く
欠

い
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
元
号
は
昭
和
五
十
四
年
の
元
号
法
の
制
定
に
よ
っ
て
遅
れ
馳
せ
な
が
ら
立
法

化
さ
れ
、十
年
後
の
御
代
替
り
に
間
に
合
い
ま
し
た
が
、元
号
法
の
国
会
審
議
に
お
い
て
も

し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
残
る
二
件
は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、昭
和
六
十
四
年
一
月
七
日
の

昭
和
終
焉
の
日
を
迎
え
た
の
で
し
た
。

さ
れ
た
即
位
の
礼
と
異
な
り
、神
話
的
な

起
源
を
有
す
る
日
本
固
有
の
皇
位
継
承
儀

礼
で
す
。

⑥
議
会
の
関
与
を
全
く
受
け
な
い

宮
務
法
の
制
定
と
改
正
に
は
帝
国
議
会
は

関
与
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、皇
族
会
議
や
枢

密
院（
天
皇
の
最
高
諮
問
機
関
）の
意
見
を
聞

い
て
制
定
・
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

⑦
登
極
令

天
皇
の
践
祚
や
即
位
の
礼
、大
嘗
祭
な

ど
、皇
位
継
承
に
関
わ
る
祭
儀
に
関
し
て
規

定
し
た
皇
室
令
で
、明
治
四
十
二
年
二
月

十
一
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

大
正
天
皇
、昭
和
天
皇
の
践
祚・即
位
は
、

こ
の
登
極
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
し
た

が
、戦
後
、他
の
皇
室
令
と
共
に
廃
止
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
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平
成
度
御
代
替
り
の
諸
儀
と
残
さ
れ
た
課
題

こ
の
法
不
備
の
状
況
下
で
時
の
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の

焦
点
と
な
っ
た
の
は
憲
法
に
謳
わ
れ
て
い
る
政
教
分
離
へ
の
配
慮
で
す
。

ま
ず「
践
祚
」に
つ
い
て
は
、現
典
範
に
明
文
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、第
四
条「
天
皇

が
崩
じ
た
と
き
は
、皇
嗣
が
、直
ち
に
即
位
す
る
」の「
即
位
」は「
践
祚
」の
意
と
解
さ

れ
、崩
御
直
後
に
そ
の
中
心
と
さ
れ
る「
剣け

ん
じ
と
ぎ
ょ
の
ぎ

璽
渡
御
ノ
儀
」（
皇
位
の
象
徴
で
あ
る
三
種
の

神
器
の
う
ち
剣つ

る
ぎと

璽た
ま

を
承
継
す
る
）を「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」と
称
し
て「
国
事
行
為
」

と
し
て
行
う
一
方
、も
う
一
つ
の
神
器
で
あ
る
鏡
を
奉
斎
す
る「

⑧

賢か
し
こ
ど
こ
ろ
所
」へ
の
奉
告
―

「
賢
所
の
儀
」は「
皇
室
の
行
事
」と
し
て
斎
行
す
る
と
い
う
区
分
け
を
し
た
の
で
し
た
。

政
教
分
離
へ
の
慮

お
も
ん
ぱ
かり
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
践
祚
」に
続
い
て
行
わ
れ
た「
改
元
」は
、専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
つ
つ
、最
終
的
に

は
元
号
法
の
規
定
に
基
づ
き
閣
議
決
定
を
経
て
混
乱
も
な
く
新
元
号「
平
成
」が
選
ば
れ

ま
し
た
。元
号
法
制
定
の
論
議
の
際
に
は
一
部
に「
西
暦
一
本
化
」を
求
め
る
声
も
あ
り
ま

し
た
が
、「
平
成
」が
時
と
と
も
に
人
々
の
間
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

す
。た
だ
、元
号
選
定
の
審
議
過
程
に
お
い
て
新
帝
陛
下
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
ら
れ
た
の
か
、

一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
今
も
続
く「
⑨一
世
一
元
の
制
」の
下
で
、新
帝
が
そ
の
時
代
を
象
徴
す
る
元
号

を
選
ぶ
こ
と
に
全
く
関
係
を
持
た
れ
な
い
と
い
う
の
は
、む
し
ろ
不
自
然
で
す
。ご
く
一
部
の

非
公
式
情
報
に
よ
れ
ば
、正
式
に
決
定
さ
れ
る
前
に「

⑩
御ご

ち
ょ
う
き
ょ

聴
許
」を
伺
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、疑
義
を
招
か
な
い
た
め
に
も
手
続
を
明
文
化
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
次
は「
御
大
喪
」で
す
。現
典
範
の
第
二
十
五
条
は「
天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、⑪
大

喪
の
礼
を
行
う
」と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
大
喪
の
礼
」が
い
か
な
る
方
式

で
営
ま
れ
る
の
か
、そ
の
細
則
も
昭
和
天
皇
の
崩
御
ま
で
全
く
の
手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
い
う

法
的
怠
慢
の
体て

い
た
ら
く
で
し
た
。

そ
の
た
め
に
、新
宿
御
苑
に
お
い
て
営
ま
れ
た「
御
大
喪
」は
、政
府
に
よ
っ
て「
皇
室
の

行
事
」と
し
て
の「
葬そ

う
じ
ょ
う
で
ん

場
殿
の
儀ぎ

」と「
国
事
行
為
」と
し
て
の「
大
喪
の
礼
」に
分
け
ら
れ
、

⑫
祭
官・楽
師
の
奉
仕
に
よ
り
先
述
し
た
皇
室
喪
儀
令
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た「
葬
場
殿
の

儀
」が
終
了
す
る
と
、鳥
居
と
大お

お
ま
さ
か
き

真
榊
を
撤
去
し
て
宗
教
色
を
払
拭
し
、「
大
喪
の
礼
」に

移
る
と
い
う
奇
妙
な
方
式
が
採
ら
れ
た
の
で
す
。後
者
は
全
国
戦
没
者
追
悼
式
な
ど
で
お

馴
染
み
の
い
わ
ゆ
る〝
無
宗
教
式
儀
礼
〟で
、何
よ
り
も
こ
う
し
た
儀
礼
の
分
割
は
昭
和
天

皇
に
対
し
て
礼
を
失
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、い
ま
だ
占
領
中
で
あ
り
、徹
底
し
た
政
教
分
離
を
命
じ
た
Ｇ
Ｈ

Ｑ（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）の「
神
道
指
令
」が
有
効
で
あ
っ
た
昭
和
二
十
六
年
六
月
、貞

明
皇
后（
大
正
天
皇
の
皇
后
）の
ご
葬
儀
が
国
の
儀
式
と
し
て
伝
統
に
従
っ
て
行
わ
れ
、す

べ
て
国
費
で
支
弁
さ
れ
た
と
い
う
先
例
が
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、こ
の
よ
う
な
手
の
こ
ん
だ

⑧
宮
中
三
殿

皇
居
吹
上
御
苑
の
東
南
に
は
天
照
大
神

を
祀
る
賢
か
し
こ
ど
こ
ろ

所
、歴
代
の
天
皇
と
皇
族
の
御
霊

を
祀
る
皇
霊
殿
、八
百
万
の
神
々
を
祀
る
神

殿
の
宮
中
三
殿
が
あ
り
、日
々
、国
の
安
寧

と
国
民
の
幸
せ
を
祈
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

⑨
一
世
一
元
の
制

天
皇
御
在
位
の
間
、元
号
を
改
め
な
い
こ
と

を
い
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
前
は
、皇
位
の
継
承
に
伴
う

代
始
改
元
の
他
に
、天
変
地
異
や
吉
兆
な
ど

に
よ
っ
て
も
改
元
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、明
治
元
年
九
月
八
日
に
発
せ
ら
れ

た「
改
元
ノ
詔
」に
よ
っ
て「
一
世
一
元
を
以
て

永
式
と
為
す
」と
定
め
ら
れ
、天
皇
御一
代
に

元
号
一
つ
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、現
行
の「
元
号
法
」に
も
継
承
さ

れ
て
い
ま
す
。

⑩
御
聴
許

皇
室
と
特
に
縁
の
深
い
事
柄
に
つ
い
て

は
、天
皇
陛
下
に
お
聞
き
届
け
戴
く「
御
聴

許
」が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。現
在

で
も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、二
十
年
に
一

度
行
わ
れ
る
伊
勢
の
神
宮
の
式
年
遷
宮
が

あ
り
、過
去
に
は
、歴
代
の
天
皇
を
御
祭
神

と
す
る
神
社
の
創
建
な
ど
に
も
御
聴
許
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
成
の
御
代
替
り
に
官
房
副
長
官
と
し
て

「
元
号
を
改
め
る
政
令
」の
公
布
に
深
く
関

わ
っ
た
石
原
信
雄
氏
は
、当
時
、元
号
公
布
の

前
に
藤
森
宮
内
庁
長
官（
当
時
）に
電
話
を

し
、新
た
な
元
号
が「
平
成
」に
な
っ
た
旨
、天

皇
陛
下
に
お
知
ら
せ
し
た
こ
と
を
雑
誌
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
等
で
話
し
て
い
ま
す
。

⑪
大
喪
の
礼

昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
時
、新
宿
御

苑
で
行
わ
れ
た
御
大
喪
は
、憲
法
の
政
教
分

離
規
定
に
配
慮
し
て
、皇
室
の
儀
式
と
し
て

の「
葬
場
殿
の
儀
」と
、国
の
儀
式
と
し
て
の

「
大
喪
の
礼
」の
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、ま
ず
、皇
室
の
歴
史
と
伝

統
に
の
っ
と
っ
て「
葬
場
殿
の
儀
」が
行
わ
れ

た
後
、宗
教
色
を
取
り
除
く
と
し
て
鳥
居・

大
真
榊
が
撤
去
さ
れ
、「
大
喪
の
礼
」に
移
る

と
い
う
奇
妙
な
方
式
が
採
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
す
。

⑫
祭
官・楽
師

祭
官
と
は
祭
事
を
奉
仕
す
る
官
人
の
こ

と
を
、ま
た
楽
師
は
音
楽
を
奏
す
る
人
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

宮
中
祭
祀
は
、掌
典
職
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、御
大
喪

に
お
い
て
は
、崩
御
さ
れ
た
天
皇
と
御
親
交

の
深
か
っ
た
方
々
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、昭
和
天

皇
の
大
喪
儀
の
祭
官
長
は
、侍
従
で
御
学
友

で
も
あ
っ
た
永
積
寅
彦
氏
が
務
め
ま
し
た
。

56



二
本
立
て
の
方
式
な
ど
全
く
無
用
で
あ
り
、「
葬
場
殿
の
儀
」を
含
む
昭
和
天
皇
の「
御
大

喪
」全
般
を
国
の
儀
式
と
し
て
執
り
行
っ
て
も
一
向
に
差
支
え
な
く
、何
ら
憲
法
に
抵
触
す

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
皇
位
継
承
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き「
即
位
の
礼
」の
中
心
は

「
即そ

く
い
れ
い
せ
い
で
ん

位
礼
正
殿
の
儀ぎ

」で
す
。平
成
二
年
十
一
月
十
二
日
、天
皇
陛
下
は
黄こ

う
ろ
ぜ
ん
の
ご
ほ
う

櫨
染
御
袍（
天
皇
だ

け
が
着
用
さ
れ
る
束
帯
）を
召
さ
れ
て

⑬
高た

か
み
く
ら

御
座
に
昇
ら
れ
、皇
后
陛
下
は
俗
に
い
う

十じ
ゅ
う
に
ひ
と
え

二
単
の
お
姿
で
御み

ち
ょ
う
だ
い

張
台
に
進
ま
れ
ま
す
。他
の
皇
族
方
や
宮
内
庁
長
官
以
下
の
役
務
者

も
古
装
束
に
身
を
包
ん
で
参
列
、天
皇
陛
下
は
即
位
の
こ
と
を
内
外
に
宣
明
す
る
お
言
葉

を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
海
部
俊
樹
首
相
が
国
民
を
代
表
し
て

⑭
寿よ

ご
と詞

を
申
上
げ
、そ
れ
が
終
わ
る
や
数

歩
退
い
て「
万
歳
」を
三
唱
し
、参
列
者
が
こ
れ
に
唱
和
。平
安
朝
の
絵
巻
物
さ
な
が
ら
に

繰
り
広
げ
ら
れ
た
盛
儀
を
目ま

の
あ
た
り
に
し
て
、百
数
十
か
国
に
も
及
ぶ
海
外
の
参
列
者

は
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
た
よ
う
で
す
。

「
即
位
の
礼
」は
概
ね
登
極
令
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、い
く
つ
か
問
題
点
が

残
り
ま
し
た
。役
務
者
が
伝
統
的
な
装
束
を
着
用
し
た
中
で
、海
部
首
相
だ
け
が
燕
尾
服

で
あ
っ
た
た
め
、外
国
人
も
い
た
く
感
動
し
た
古
式
ゆ
か
し
い
儀
式
全
体
の
雰
囲
気
を
い
さ

さ
か
害
し
た
こ
と
、掲
げ
ら
れ
た

⑮
万ば

ん
ざ
い
ば
ん

歳
旛
や

⑯
大だ

い
き
ん
ば
ん

錦
旛
の
デ
ザ
イ
ン
が
不
可
解
な
理
由
で

改
変
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

後
者
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
ま
す
と
、こ
れ
ら
の
旛
は
い
ず
れ
も
記
紀
の
神
武
東
征
神
話

に
由
来
す
る
酒さ

け
が
め甕

や
由
緒
あ
る
魚
や
鳥
な
ど
を
図
柄
か
ら
外
し
た
の
で
す
が
、神
話
と
い

う
だ
け
で
直
ち
に
宗
教
と
短
絡
す
る
の
は
余
り
に
も
非
常
識
で
す
。こ
ん
な
程
度
の
こ
と
ま

で
政
教
分
離
に
絡
め
て
く
る
の
な
ら
ば
、イ
エ
ス・キ
リ
ス
ト
の
生
誕
を
基
準
と
し
て
年
を

数
え
る
西
暦
も
、日
曜
日
を
休
日
と
す
る
週
日
制
も
政
教
分
離
に
抵
触
す
る
と
し
て
、少

な
く
と
も
国
公
立
学
校
の
教
育
か
ら
追
放
せ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

そ
の
十
日
後
の
二
十
二
日
の
夜
か
ら
翌
二
十
三
日
の
未
明
に
か
け
て
斎
行
さ
れ
た
大
嘗

祭
も
ほ
ぼ
登
極
令
に
依
拠
し
て
斎
行
さ
れ
た
の
は
至
当
で
す
が
、政
府
は「
御
大
喪
」以
上

に
政
教
分
離
に
慎
重
な
対
応
に
終
始
し
、「
大
嘗
祭
を
国
事
行
為
と
し
て
行
う
こ
と
は
困

難
で
あ
る
」と
の
見
解
を
固
め
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で「
皇
位
の
世
襲
制
を
と
る
我
が
国
の
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、そ
の
儀
式
に
つ

い
て
国
と
し
て
も
深
い
関
心
を
持
ち
、そ
の
挙
行
を
可
能
に
す
る
手
だ
て
を
講
ず
る
こ
と
は

当
然
と
考
え
ら
れ
る
」の
で
、「
大
嘗
祭
は
、公
的
性
格
が
あ
り
、大
嘗
祭
の
費
用
を
宮
廷

費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
」と
結
論
づ
け
、「
皇
室
の
公
的
行
事
」と
位
置
づ

け
た
の
で
す
。「
践
祚
」に
お
け
る「
賢
所
の
儀
」を
単
に「
皇
室
の
行
事
」と
大
雑
把
に
規

定
し
た
の
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

ま
た
、大
嘗
祭
の
費
用
を
内
廷
費
の
臨
時
増
額
に
頼
る
べ
き
か
、あ
る
い
は
一
般
国
民
か

ら
の
献
金
で
ま
か
な
う
た
め
に
、臨
時
に
財
団
を
設
立
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
―

⑬
高
御
座

即
位
礼
で
新
帝
が
昇
ら
れ
る
御
座
。

現
在
の
も
の
は
、大
正
天
皇
御
即
位
に
際

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、普
段
は
京
都
御
所

に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑭
寿
詞

天
皇
が
即
位
さ
れ
た
時
、新
た
な
御
世

が
長
く
、ま
た
、繁
栄
す
る
よ
う
に
申
上
げ

る
言
葉
。

か
つ
て
は
中
臣
氏
や
出
雲
国
造
が
奏
上

し
て
い
ま
し
た
。

今
日
で
は
、内
閣
総
理
大
臣
が
即
位
礼
正

殿
の
儀
で
申
上
げ
ま
す
。

⑮
万
歳
旛

即
位
礼
に
用
い
ら
れ
る
旗
の
一
つ
。

登
極
令
が
規
定
す
る
万
歳
旛
に
は
、神
武

天
皇
東
征
時
に
天
皇
が
勝
機
を
占
わ
れ
た

故
事
よ
り
厳い
つ
べ瓮（
清
め
ら
れ
た
土
器
）と
、三

韓
征
伐
を
行
っ
た
神
功
皇
后
の
故
事
よ
り
鮎

が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、「
萬
歳
」の
文
字
が

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
成
の
御
代
替
り
で
は
、厳
瓮
と
鮎
の
絵
柄

が
外
さ
れ
、萬
歳
の
文
字
だ
け
に
変
更
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

⑯
大
錦
旛

即
位
礼
に
用
い
ら
れ
る
旗
の
一
つ
。

登
極
令
が
規
定
す
る
大
錦
旛
に
は
、神

武
天
皇
東
征
時
に
天
皇
を
導
い
た
八や
た
が
ら
す

咫
烏

と
、戦
い
の
最
中
に
天
皇
の
弓
に
と
ま
っ
た

金き
ん
し鵄
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

平
成
の
御
代
替
り
で
は
、そ
の
デ
ザ
イ
ン

が
変
更
さ
れ
、菊
花
紋
章
が
描
か
れ
ま
し
た
。
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か
な
り
以
前
か
ら
深
刻
に
危
惧
し
て
い
た
民
間
側
の
懸
念
が
こ
れ
で
解
消
さ
れ
た
の
で
し
た
。

「
即
位
の
礼
」と
は
違
っ
て
外
国
人
の
参
列
は
無
か
っ
た
も
の
の
、木
の
香
り
も
瑞
々
し
い

大
嘗
宮
の
柱
が
篝か

が
り
び火
に
揺
ら
め
く
中
で
、古
式
ゆ
か
し
く
粛
々
と
営
ま
れ
た
祭
典
の
模
様

は
テ
レ
ビ
の
映
像
を
通
し
て
幾い

く
ば
く許
か
拝
観
で
き
ま
し
た
の
で
、即
位
の
礼
と
は
異
な
る
幽

玄・霊
妙
な
雰
囲
気
を
味
わ
え
た
人
も
結
構
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 結
　
語

か
く
し
て
日
本
国
憲
法
の
下
で
の
最
初
の
御
代
替
り
の
諸
儀
は
、法
の
不
備
や
一
部
の

人
々
の
偏
見・無
理
解・事
実
誤
認
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
混
乱
が
多
少
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、す
べ
て
順
調・円
滑
に
実
施
さ
れ
、後
世
に
致
命
的
な
後
遺
症
を
残
す
こ
と

も
な
く
、め
で
た
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、そ
の
後
に
主
と
し
て
大
嘗
祭
を
主
た
る
標
的
と
し
た
数
件
の
憲
法
訴
訟
が

提
起
さ
れ
、ご
く
一
部
の
下
級
審
で
傍
論
に
よ
る
違
憲
判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
が
、最
高
裁
判
決
で
は
こ
と
ご
と
く
原
告
敗
訴
と
い
う
結
果
と
な
り
、法
的
に
も
最

終
決
着
が
つ
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

今
回
の
御
代
替
り
は
大
正・昭
和・平
成
度
の
よ
う
に「
天
皇
崩
御
」を
原
因
と
す
る
の

で
は
な
く
、江
戸
時
代
後
期
の
⑰
光
格
天
皇（
第
百
十
九
代
）よ
り
こ
の
か
た
二
百
年
ぶ
り
の

「
譲
位
」に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、御
代
替
り
の
諸
儀
は「
退
位
の
礼
」に
始
ま
り
、「
践
祚
」

次
い
で「
改
元
」と
続
き
、「
即
位
の
礼
」を
経
て「
大
嘗
祭
」で
終
わ
る
新
た
な
五
儀
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
ま
す
。

日
程
は「
退
位
の
礼
」が
本
年
四
月
三
十
日
、「
践
祚
」は
五
月
一
日
、「
改
元
」は
そ
の

直
後
に
な
さ
れ
、も
ち
ろ
ん
前
述
の
諒
闇
は
必
要
な
く
、「
即
位
の
礼
」は
同
じ
年
の
十
月

二
十
二
日
、「
大
嘗
祭
」は
十
一
月
十
四・十
五
両
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、一
年
で
諸

儀
の
す
べ
て
が
終
了
い
た
し
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
新
例
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
慎
重
の
上
に
も
慎
重
な
配
慮
が
要
請
さ

れ
る
と
と
も
に
、前
回
の
課
題
と
し
て
後
世
に
託
さ
れ
た
課
題
を
厳
密
に
検
証
し
て
周
到

な
準
備
を
怠
ら
ず
、と
り
わ
け
、十
分
で
は
な
い
法
制
度
の
欠け

ん
け
つ缺
を
補
う
べ
く
各
界
の
英
知

を
結
集
す
る
こ
と
に
努
め
、今
次
の
御
大
典
が
よ
り
充
実
し
た
形
式
と
内
容
を
整
え
て
遂

行
さ
れ
る
よ
う
微
力
を
尽
く
し
た
く
切
に
願
う
次
第
で
す
。

⑰
光
格
天
皇

江
戸
時
代
の
第
百
十
九
代
天
皇
。当
時
、四
家

あ
っ
た
世
襲
親
王
家
の
一
つ
で
あ
る
閑
院
宮
家
か

ら
即
位
さ
れ
、第
百
十
三
代
東
山
天
皇
の
曽
孫
、

明
治
天
皇
の
曽
祖
父
に
あ
た
り
ま
す
。

文
化
十
四（
一
八
一
七
）年
惠
仁
親
王（
仁
孝
天

皇
）に
位
を
譲
ら
れ
、上
皇
と
な
り
ま
し
た
。

平
安
時
代
以
降
通
例
と
な
っ
て
い
た「
院
号
」を

「
天
皇
号
」に
戻
す
な
ど
朝
廷
の
儀
式
や
文
化
の

復
旧
に
努
め
ら
れ
ま
し
た
。
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象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
の

天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば

戦
後
七
十
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
過
ぎ
、二
年
後
に
は
、

平
成
三
十
年
を
迎
え
ま
す
。

私
も
八
十
を
越
え
、体
力
の
面
な
ど
か
ら
様
々
な
制
約
を
覚
え

る
こ
と
も
あ
り
、こ
こ
数
年
、天
皇
と
し
て
の
自
ら
の
歩
み
を
振
り

返
る
と
と
も
に
、こ
の
先
の
自
分
の
在
り
方
や
務
め
に
つ
き
、思
い

を
致
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

本
日
は
、社
会
の
高
齢
化
が
進
む
中
、天
皇
も
ま
た
高
齢
と

な
っ
た
場
合
、ど
の
よ
う
な
在
り
方
が
望
ま
し
い
か
、天
皇
と
い
う

立
場
上
、現
行
の
皇
室
制
度
に
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は
控
え
な

が
ら
、私
が
個
人
と
し
て
、こ
れ
ま
で
に
考
え
て
来
た
こ
と
を
話
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

即
位
以
来
、私
は
国
事
行
為
を
行
う
と
共
に
、日
本
国
憲
法
下

で
象
徴
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
天
皇
の
望
ま
し
い
在
り
方
を
、日
々

模
索
し
つ
つ
過
ご
し
て
来
ま
し
た
。伝
統
の
継
承
者
と
し
て
、こ
れ

を
守
り
続
け
る
責
任
に
深
く
思
い
を
致
し
、更
に
日
々
新
た
に
な

る
日
本
と
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、日
本
の
皇
室
が
、い
か
に
伝
統
を

現
代
に
生
か
し
、い
き
い
き
と
し
て
社
会
に
内
在
し
、人
々
の
期
待

に
応
え
て
い
く
か
を
考
え
つ
つ
、今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、何
年
か
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、二
度
の
外

科
手
術
を
受
け
、加
え
て
高
齢
に
よ
る
体
力
の
低
下
を
覚
え
る
よ

う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、こ
れ
か
ら
先
、従
来
の
よ
う
に
重
い
務
め
を

果
た
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
、ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
い

く
こ
と
が
、国
に
と
り
、国
民
に
と
り
、ま
た
、私
の
あ
と
を
歩
む

皇
族
に
と
り
良
い
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
き
、考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。既
に
八
十
を
越
え
、幸
い
に
健
康
で
あ
る
と
は
申
せ
、次
第

に
進
む
身
体
の
衰
え
を
考
慮
す
る
時
、こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、全
身

全
霊
を
も
っ
て
象
徴
の
務
め
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
、難
し
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
い
ま
す
。

私
が
天
皇
の
位
に
つ
い
て
か
ら
、ほ
ぼ
二
十
八
年
、こ
の
間か

ん

私
は
、

我
が
国
に
お
け
る
多
く
の
喜
び
の
時
、ま
た
悲
し
み
の
時
を
、人
々

と
共
に
過
ご
し
て
来
ま
し
た
。私
は
こ
れ
ま
で
天
皇
の
務
め
と
し

て
、何
よ
り
も
ま
ず
国
民
の
安
寧
と
幸
せ
を
祈
る
こ
と
を
大
切
に

考
え
て
来
ま
し
た
が
、同
時
に
事
に
あ
た
って
は
、時
と
し
て
人
々
の

傍
ら
に
立
ち
、そ
の
声
に
耳
を
傾
け
、思
い
に
寄
り
添
う
こ
と
も
大

切
な
こ
と
と
考
え
て
来
ま
し
た
。天
皇
が
象
徴
で
あ
る
と
共
に
、国

民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、天
皇
が
国

民
に
、天
皇
と
い
う
象
徴
の
立
場
へ
の
理
解
を
求
め
る
と
共
に
、天

皇
も
ま
た
、自
ら
の
あ
り
よ
う
に
深
く
心
し
、国
民
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、常
に
国
民
と
共
に
あ
る
自
覚
を
自
ら
の
内
に
育
て
る
必

要
を
感
じ
て
来
ま
し
た
。こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、日
本
の
各
地
、

と
り
わ
け
遠
隔
の
地
や
島
へ々の
旅
も
、私
は
天
皇
の
象
徴
的
行
為

と
し
て
、大
切
な
も
の
と
感
じ
て
来
ま
し
た
。皇
太
子
の
時
代
も
含

め
、こ
れ
ま
で
私
が
皇
后
と
共
に
行お

こ
なっ
て
来
た
ほ
ぼ
全
国
に
及
ぶ
旅

は
、国
内
の
ど
こ
に
お
い
て
も
、そ
の
地
域
を
愛
し
、そ
の
共
同
体
を

地
道
に
支
え
る
市し

せ
い井

の
人
々
の
あ
る
こ
と
を
私
に
認
識
さ
せ
、私
が

こ
の
認
識
を
も
って
、天
皇
と
し
て
大
切
な
、国
民
を
思
い
、国
民
の

た
め
に
祈
る
と
い
う
務
め
を
、人
へ々の
深
い
信
頼
と
敬
愛
を
も
って

な
し
得
た
こ
と
は
、幸
せ
な
こ
と
で
し
た
。

天
皇
の
高
齢
化
に
伴
う
対
処
の
仕
方
が
、国
事
行
為
や
、そ
の
象

徴
と
し
て
の
行
為
を
限
り
な
く
縮
小
し
て
い
く
こ
と
に
は
、無
理
が

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。ま
た
、天
皇
が
未
成
年
で
あ
っ
た
り
、重
病

な
ど
に
よ
り
そ
の
機
能
を
果
た
し
得
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、天
皇

の
行
為
を
代
行
す
る
摂
政
を
置
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。し
か

し
、こ
の
場
合
も
、天
皇
が
十
分
に
そ
の
立
場
に
求
め
ら
れ
る
務
め

を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
、生
涯
の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
天
皇
で
あ
り
続
け

る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

天
皇
が
健
康
を
損
な
い
、深
刻
な
状
態
に
立
ち
至
っ
た
場
合
、

こ
れ
ま
で
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、社
会
が
停
滞
し
、国
民
の
暮

ら
し
に
も
様
々
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。更
に
こ

れ
ま
で
の
皇
室
の
し
き
た
り
と
し
て
、天
皇
の
終
焉
に
当
た
っ
て

は
、重
い
殯も

が
りの
行
事
が
連
日
ほ
ぼ
二
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
き
、そ
の

後
喪そ

う
ぎ儀

に
関
連
す
る
行
事
が
、一
年
間
続
き
ま
す
。そ
の
様
々
な

行
事
と
、新
時
代
に
関
わ
る
諸
行
事
が
同
時
に
進
行
す
る
こ
と
か

ら
、行
事
に
関
わ
る
人
々
、と
り
わ
け
残
さ
れ
る
家
族
は
、非
常
に

厳
し
い
状
況
下
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
事
態
を

避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
の
思
い
が
、胸
に
去

来
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

始
め
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、憲
法
の
下も

と
、天
皇
は
国
政
に
関

（
平
成
二
十
八
年
八
月
八
日
）
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す
る
権
能
を
有
し
ま
せ
ん
。そ
う
し
た
中
で
、こ
の
た
び
我
が
国
の

長
い
天
皇
の
歴
史
を
改
め
て
振
り
返
り
つ
つ
、こ
れ
か
ら
も
皇
室

が
ど
の
よ
う
な
時
に
も
国
民
と
共
に
あ
り
、相
た
ず
さ
え
て
こ
の

国
の
未
来
を
築
い
て
い
け
る
よ
う
、そ
し
て
象
徴
天
皇
の
務
め
が

常
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、安
定
的
に
続
い
て
い
く
こ
と
を
ひ
と
え

に
念
じ
、こ
こ
に
私
の
気
持
ち
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。

国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
、切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

（
平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
）

○
愛
知
治
郎
君

　
次
に
、今
回
の
法
案
の
名
称
に
つ
い
て
質
問
を
い
た
し
ま
す
。

　
今
回
の
特
例
法
で
は
、「
天
皇
の
退
位
等
」と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。本
来
は
譲
位
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
国

民
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
が
、退
位
と
し
た
理
由
を
伺
い
た

い
と
存
じ
ま
す
。

○
国
務
大
臣（
菅
義
偉
君
）

　

衆
参
正
副
議
長
の
議
論
の
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、

「
今
上
天
皇
が
退
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
立
法
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。」と
さ
れ
、法
案
の
名
称
に
つ
い
て
も

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
と
明
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、今
回
の
皇
位
の
継
承
は
、天
皇
陛
下
が
そ
の
意
思

に
よ
り
皇
位
を
譲
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、こ
の
特
例
法

の
直
接
の
効
果
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、政
府
と
し
て
も
、こ
の
こ
と
を

的
確
に
表
す
用
語
と
し
て
は
譲
位
で
は
な
く
退
位
と
い

う
用
語
が
適
切
で
あ
る
、こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

（
平
成
三
十
年
四
月
三
日
閣
議
決
定
）

第
一 

各
式
典
の
挙
行
に
係
る
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て

各
式
典
の
挙
行
に
つ
い
て
は
、次
の
基
本
的
な
考
え
方
に

基
づ
き
、準
備
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

一　

各
式
典
は
、憲
法
の
趣
旨
に
沿
い
、か
つ
、皇
室
の
伝
統
等
を

尊
重
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

二　

 

平
成
の
御
代
替
わ
り
に
伴
い
行
わ
れ
た
式
典
は
、現
行
憲
法

下
に
お
い
て
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
た
上
で
挙
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、今
回
の
各
式
典
に
つ
い
て
も
、基
本

的
な
考
え
方
や
内
容
は
踏
襲
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

第
二  

各
式
典
の
挙
行
に
係
る
体
制
に
つ
い
て

各
式
典
の
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
、平
成
三
十
年

秋
を
目
途
と
し
、各
式
典
の
大
綱
等
を
決
定
す
る
た
め
、内

閣
に
、内
閣
総
理
大
臣
を
委
員
長
と
す
る「
天
皇
陛
下
の

御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う
式
典
委
員
会

（
仮
称
）」（
以
下「
委
員
会
」と
い
う
。）を
設
置
す
る
と
と

も
に
、各
府
省
の
連
絡
を
円
滑
に
行
う
た
め
、内
閣
府
に
、

内
閣
官
房
長
官
を
本
部
長
と
す
る「
天
皇
陛
下
の
御
退
位

及
び
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う
式
典
実
施
連
絡
本
部

（
仮
称
）」（
以
下「
連
絡
本
部
」と
い
う
。）を
設
置
し
、各

式
典
に
係
る
事
務
は
、委
員
会
及
び
連
絡
本
部
の
統
括
の

下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三 

天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年
記
念
式
典
に
つ
い
て

（
一
）　

天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年
を
記
念
し
、国
民
こ
ぞ
っ
て
こ

れ
を
祝
う
た
め
、天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年
記
念
式
典

を
行
う
。

（
二
）　

天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年
記
念
式
典
は
、平
成
三
十
一

年
二
月
二
十
四
日
に
、内
閣
の
行
う
行
事
と
し
て
、国
立

劇
場
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　

式
典
の
事
務
は
、内
閣
府
が
行
う
。

第
四  

天
皇
陛
下
の
御
退
位
に
伴
う
式
典
に
つ
い
て

天
皇
陛
下
の
御
退
位
に
際
し
て
は
、「
退
位
の
礼
」と
し
て

次
の
と
お
り
退
位
礼
正
殿
の
儀
を
行
う
。

（
一
）　

天
皇
陛
下
の
御
退
位
を
広
く
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、天
皇
陛
下
が
御
退
位
前
に
最
後
に
国
民
の
代
表

に
会
わ
れ
る
儀
式
と
し
て
、退
位
礼
正
殿
の
儀
を
行
う
。

（
二
）　
退
位
礼
正
殿
の
儀
は
、天
皇
陛
下
の
御
退
位
の
日
と
な
る

天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び

皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う

国
の
儀
式
等
の
挙
行
に
係
る

基
本
方
針
に
つ
い
て

第
百
九
十
三
回
国
会
参
議
院
天
皇
の

退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
案

特
別
委
員
会
議
事
録 

（
抄
）
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平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
に
、国
事
行
為
で
あ
る
国
の

儀
式
と
し
て
、宮
中
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、宮
内
庁
が
行
う
。

第
五  
皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
伴
う
式
典
に
つ
い
て

皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
に
際
し
て
は
、「
即
位
の
礼
」と
し

て
一
か
ら
五
ま
で
に
掲
げ
る
儀
式
及
び
六
に
掲
げ
る
行
事

を
行
う
と
と
も
に
、文
仁
親
王
殿
下
が
皇
嗣
と
な
ら
れ
る

こ
と
に
伴
い
、七
に
掲
げ
る
儀
式
を
行
う
。

　  一　
剣
璽
等
承
継
の
儀

（
一
）　
御
即
位
に
伴
い
剣
璽
等
を
承
継
さ
れ
る
儀
式
と
し
て
、剣

璽
等
承
継
の
儀
を
行
う
。

（
二
）　
剣
璽
等
承
継
の
儀
は
、皇
太
子
殿
下
の
御
即
位
の
日（
五

月
一
日
）に
、国
事
行
為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
中

に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、宮
内
庁
が
行
う
。

 

二
　
即
位
後
朝
見
の
儀

（
一
）　
御
即
位
後
初
め
て
国
民
の
代
表
に
会
わ
れ
る
儀
式
と
し

て
、即
位
後
朝
見
の
儀
を
行
う
。

（
二
）　
即
位
後
朝
見
の
儀
は
、剣
璽
等
承
継
の
儀
後
同
日
に
、国

事
行
為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
中
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、宮
内
庁
が
行
う
。

三
　
即
位
礼
正
殿
の
儀

（
一
）　
御
即
位
を
公
に
宣
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、そ
の
御
即
位
を

内
外
の
代
表
が
こ
と
ほ
ぐ
儀
式
と
し
て
、即
位
礼
正
殿
の

儀
を
行
う
。

（
二
）　
即
位
礼
正
殿
の
儀
は
、御
即
位
の
年
の
十
月
二
十
二
日
に
、

国
事
行
為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
中
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、内
閣
府
が
行
う
。

四
　
祝
賀
御
列
の
儀

（
一
）　
即
位
礼
正
殿
の
儀
終
了
後
、広
く
国
民
に
御
即
位
を
披

露
さ
れ
、祝
福
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
御
列
と
し
て
、祝
賀

御
列
の
儀
を
行
う
。

（
二
）　
祝
賀
御
列
の
儀
は
、即
位
礼
正
殿
の
儀
後
同
日
に
、国
事
行

為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
殿
か
ら
皇
太
子
殿
下
の
御

在
所
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、内
閣
府
が
行
う
。

五
　
饗
宴
の
儀

（
一
）　
御
即
位
を
披
露
さ
れ
、祝
福
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
饗
宴

と
し
て
、饗
宴
の
儀
を
行
う
。

（
二
）　
饗
宴
の
儀
は
、国
事
行
為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
中
に

お
い
て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、内
閣
府
が
行
う
。

六
　
内
閣
総
理
大
臣
夫
妻
主
催
晩
餐
会

（
一
）　
即
位
礼
正
殿
の
儀
に
参
列
す
る
た
め
外
国
か
ら
来
日
い
た

だ
い
た
外
国
元
首・祝
賀
使
節
等
に
日
本
の
伝
統
文
化
を

披
露
し
、日
本
の
伝
統
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、来
日
に
謝
意
を
表
す
る
た
め
の
晩
餐
会
と

し
て
、内
閣
総
理
大
臣
夫
妻
主
催
晩
餐
会
を
行
う
。

（
二
）　
晩
餐
会
は
、即
位
礼
正
殿
の
儀
の
翌
日
に
、内
閣
の
行
う
行

事
と
し
て
、東
京
都
内
に
お
い
て
行
う
。

（
三
）　
晩
餐
会
の
事
務
は
、内
閣
府
が
行
う
。

七
　
立
皇
嗣
の
礼

（
一
）　
文
仁
親
王
殿
下
が
皇
嗣
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
広
く
国
民

に
明
ら
か
に
す
る
儀
式
と
し
て
、立
皇
嗣
の
礼
を
行
う
。

（
二
）　
立
皇
嗣
の
礼
は
、皇
太
子
殿
下
が
御
即
位
さ
れ
た
年
の
翌

年
に
、国
事
行
為
で
あ
る
国
の
儀
式
と
し
て
、宮
中
に
お
い

て
行
う
。

（
三
）　
儀
式
の
事
務
は
、宮
内
庁
が
行
う
。
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（
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
公
布
）

　
　
　
　
　
　
（
趣
旨
）

第　
一　

条　

 
こ
の
法
律
は
、天
皇
陛
下
が
、昭
和
六
十
四
年
一

月
七
日
の
御
即
位
以
来
二
十
八
年
を
超
え
る
長

期
に
わ
た
り
、国
事
行
為
の
ほ
か
、全
国
各
地
へ

の
御
訪
問
、被
災
地
の
お
見
舞
い
を
は
じ
め
と
す

る
象
徴
と
し
て
の
公
的
な
御
活
動
に
精
励
し
て

こ
ら
れ
た
中
、八
十
三
歳
と
御
高
齢
に
な
ら
れ
、

今
後
こ
れ
ら
の
御
活
動
を
天
皇
と
し
て
自
ら
続

け
ら
れ
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
深
く
案
じ

て
お
ら
れ
る
こ
と
、こ
れ
に
対
し
、国
民
は
、御
高

齢
に
至
る
ま
で
こ
れ
ら
の
御
活
動
に
精
励
さ
れ
て

い
る
天
皇
陛
下
を
深
く
敬
愛
し
、こ
の
天
皇
陛

下
の
お
気
持
ち
を
理
解
し
、こ
れ
に
共
感
し
て
い

る
こ
と
、さ
ら
に
、皇
嗣
で
あ
る
皇
太
子
殿
下
は
、

五
十
七
歳
と
な
ら
れ
、こ
れ
ま
で
国
事
行
為
の

臨
時
代
行
等
の
御
公
務
に
長
期
に
わ
た
り
精
勤

さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
い
う
現
下
の
状
況
に
鑑

み
、皇
室
典
範（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
号
）

第
四
条
の
規
定
の
特
例
と
し
て
、天
皇
陛
下
の

退
位
及
び
皇
嗣
の
即
位
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、

天
皇
陛
下
の
退
位
後
の
地
位
そ
の
他
の
退
位
に

伴
い
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
天
皇
の
退
位
及
び
皇
嗣
の
即
位
）

第　
二　

条　
天
皇
は
、こ
の
法
律
の
施
行
の
日
限
り
、退
位
し
、

皇
嗣
が
、直
ち
に
即
位
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
上
皇
）

第　

三　

条　
前
条
の
規
定
に
よ
り
退
位
し
た
天
皇
は
、上
皇
と

す
る
。

　
　
　
　
２　
上
皇
の
敬
称
は
、陛
下
と
す
る
。

　
　
　
　
３　
上
皇
の
身
分
に
関
す
る
事
項
の
登
録
、喪
儀
及
び

陵
墓
に
つ
い
て
は
、天
皇
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
４　
上
皇
に
関
し
て
は
、前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を

除
き
、皇
室
典
範（
第
二
条
、第
二
十
八
条
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
第
二
項
を
除

く
。）に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、皇
族
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
上
皇
后
）

第　
四　

条　
上
皇
の
后
は
、上
皇
后
と
す
る
。

　
　
　
　
２　
上
皇
后
に
関
し
て
は
、皇
室
典
範
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
は
、皇
太
后
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
皇
位
継
承
後
の
皇
嗣
）

第　
五　

条　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
皇
位
の
継
承
に
伴
い
皇
嗣

と
な
っ
た
皇
族
に
関
し
て
は
、皇
室
典
範
に
定
め

る
事
項
に
つ
い
て
は
、皇
太
子
の
例
に
よ
る
。

※
附
則
略

     

一　
政
府
は
、安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課

題
、女
性
宮
家
の
創
設
等
に
つ
い
て
、皇
族
方
の
御
年
齢
か
ら

し
て
も
先
延
ば
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
重
要
な
課
題
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、本
法
施
行
後
速
や
か
に
、皇
族
方
の
御
事

情
等
を
踏
ま
え
、全
体
と
し
て
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
検
討

を
行
い
、そ
の
結
果
を
、速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。

二　
一
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、国
会
は
、安
定
的

な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、「
立
法

府
の
総
意
」が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
検
討
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

三 

政
府
は
、本
法
施
行
に
伴
い
元
号
を
改
め
る
場
合
に
お
い

て
は
、改
元
に
伴
っ
て
国
民
生
活
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、本
法
施
行
に
関
連
す
る

そ
の
他
の
各
般
の
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、広
く
国

民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、万
全
の
配
慮

を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
右
決
議
す
る
。

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る

皇
室
典
範
特
例
法
案
に
対
す
る

附
帯
決
議

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る

皇
室
典
範
特
例
法 

（
抄
）

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
参
議
院
天
皇
の 

退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
案
特
別
委
員
会
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日
本
国
憲
法 

（
抄
）

　
　
　
　

第
一
章
　
天
皇

第　
一　
条　

 
天
皇
は
、日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合

の
象
徴
で
あ
つ
て
、こ
の
地
位
は
、主
権
の
存
す
る

日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
。

第　
二　

条　
皇
位
は
、世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、国
会
の
議
決
し

た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、こ
れ
を

継
承
す
る
。

第　

三　

条　
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、内

閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、内
閣
が
、そ
の

責
任
を
負
ふ
。

第　
四　

条　
天
皇
は
、こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為

の
み
を
行
ひ
、国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。

２　
天
皇
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、そ
の
国

事
に
関
す
る
行
為
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第　
五　

条　
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く

と
き
は
、摂
政
は
、天
皇
の
名
で
そ
の
国
事
に
関
す

る
行
為
を
行
ふ
。こ
の
場
合
に
は
、前
条
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。

第　
六　

条　
天
皇
は
、国
会
の
指
名
に
基
い
て
、内
閣
総
理
大

臣
を
任
命
す
る
。

２　
天
皇
は
、内
閣
の
指
名
に
基
い
て
、最
高
裁
判
所

の
長
た
る
裁
判
官
を
任
命
す
る
。

第　

七　
条　  天
皇
は
、内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、国
民
の

た
め
に
、左
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

一　

憲
法
改
正
、法
律
、政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る

こ
と
。

二　
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

三　
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四　
国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

五　
国
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏

の
任
免
並
に
全
権
委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使

の
信
任
状
を
認
証
す
る
こ
と
。

六　

大
赦
、特
赦
、減
刑
、刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復

権
を
認
証
す
る
こ
と
。

七　
栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

八　
批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文

書
を
認
証
す
る
こ
と
。

九　
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十　
儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

第　

八　
条　

皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、又
は
皇
室
が
、財
産

を
譲
り
受
け
、若
し
く
は
賜
与
す
る
こ
と
は
、国

会
の
議
決
に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

皇
室
典
範 

（
抄
）

　
　
　
　
第
一
章
　
皇
位
継
承

第　
一　

条　
皇
位
は
、皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
が
、こ
れ

を
継
承
す
る
。

第　

二　

条　

 皇
位
は
、左
の
順
序
に
よ
り
、皇
族
に
、こ
れ
を

伝
え
る
。

一　

皇
長
子

二　
皇
長
孫

三　
そ
の
他
の
皇
長
子
の
子
孫

四　
皇
次
子
及
び
そ
の
子
孫

五　
そ
の
他
の
皇
子
孫

六　

皇
兄
弟
及
び
そ
の
子
孫

七　

皇
伯
叔
父
及
び
そ
の
子
孫

２　
前
項
各
号
の
皇
族
が
な
い
と
き
は
、皇
位
は
、そ

れ
以
上
で
、最
近
親
の
系
統
の
皇
族
に
、こ
れ
を

伝
え
る
。 

３　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、長
系
を
先
に
し
、同

等
內
で
は
、長
を
先
に
す
る
。

第　
三　
条　
皇
嗣
に
、精
神
若
し
く
は
身
体
の
不
治
の
重
患
が

あ
り
、又
は
重
大
な
事
故
が
あ
る
と
き
は
、皇
室

会
議
の
議
に
よ
り
、前
条
に
定
め
る
順
序
に
従
つ

て
、皇
位
継
承
の
順
序
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第　
四　

条　
天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、皇
嗣
が
、直
ち
に
卽
位

す
る
。

　
　
　
　
第
三
章
　
摂
政

第 

十
六 

条　
天
皇
が
成
年
に
達
し
な
い
と
き
は
、摂
政
を
置
く
。 

２　
天
皇
が
、精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
又
は
重

大
な
事
故
に
よ
り
、国
事
に
関
す
る
行
為
を
み

ず
か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、皇
室

会
議
の
議
に
よ
り
、摂
政
を
置
く
。

第 

十
七 

条　

摂
政
は
、左
の
順
序
に
よ
り
、成
年
に
達
し
た
皇
族

が
、こ
れ
に
就
任
す
る
。

一　

皇
太
子
又
は
皇
太
孫 

二　

親
王
及
び
王 

三　
皇
后 

四　
皇
太
后 

五　
太
皇
太
后 

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
公
布

昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
施
行

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
号

昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
施
行
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六　

內
親
王
及
び
女
王

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、皇
位
継
承

の
順
序
に
従
い
、同
項
第
六
号
の
場
合
に
お
い

て
は
、皇
位
継
承
の
順
序
に
準
ず
る
。

第 

十
八 
条　
摂
政
又
は
摂
政
と
な
る
順
序
に
あ
た
る
者
に
、精

神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
が
あ
り
、又
は
重
大
な

事
故
が
あ
る
と
き
は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、

前
条
に
定
め
る
順
序
に
従
つ
て
、摂
政
又
は
摂
政

と
な
る
順
序
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

十
九 

条　
摂
政
と
な
る
順
位
に
あ
た
る
者
が
、成
年
に
達
し

な
い
た
め
、又
は
前
条
の
故
障
が
あ
る
た
め
に
、他

の
皇
族
が
、摂
政
と
な
つ
た
と
き
は
、先
順
位
に
あ

た
つ
て
い
た
皇
族
が
、成
年
に
達
し
、又
は
故
障
が

な
く
な
つ
た
と
き
で
も
、皇
太
子
又
は
皇
太
孫
に

対
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、摂
政
の
任
を
譲
る
こ

と
が
な
い
。

第 

二
十 

条　
第
十
六
条
第
二
項
の
故
障
が
な
く
な
つ
た
と
き

は
、皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、摂
政
を
廃
す
る
。

第
二
十
一
条　
摂
政
は
、そ
の
在
任
中
、訴
追
さ
れ
な
い
。但
し
、

こ
れ
が
た
め
、訴
追
の
権
利
は
、害
さ
れ
な
い
。

大
日
本
帝
国
憲
法 

（
抄
）

　
　
　
　

第
一
章
　
天
皇

第　
一　
條　
大
日
本
帝
國
ハ
萬
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス

第　
二　
條　
皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
皇
男
子

孫
之
ヲ
繼
承
ス

第　
三　
條　
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第　
四　
條　
天
皇
ハ
國
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
權
ヲ
總
攬
シ
此

ノ
憲
法
ノ
條
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

第　
五　
條　
天
皇
ハ
帝
國
議
會
ノ
協
贊
ヲ
以
テ
立
法
權
ヲ

行
フ

第　

六　

條　
天
皇
ハ
法
律
ヲ
裁
可
シ
其
ノ
公
布
及
執
行
ヲ

命
ス

第　

七　

條　
天
皇
ハ
帝
國
議
會
ヲ
召
集
シ
其
ノ
開
會
閉
會
停

會
及
衆
議
院
ノ
解
散
ヲ
命
ス

第　
八　
條　
天
皇
ハ
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄

ヲ
避
ク
ル
爲
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
國
議
會
閉
會

ノ
場
合
ニ
於
テ
法
律
ニ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
發
ス

此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
會
期
ニ
於
テ
帝
國
議
會
ニ
提

出
ス
ヘ
シ
若
議
會
ニ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ

政
府
ハ
將
來
ニ
向
テ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ

公
布
ス
ヘ
シ

第　
九　
條　
天
皇
ハ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
爲
ニ
又
ハ
公
共
ノ
安
寧

秩
序
ヲ
保
持
シ
及
臣
民
ノ
幸
福
ヲ
增
進
ス
ル
爲

ニ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
發
シ
又
ハ
發
セ
シ
ム
但
シ
命

令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
變
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第　
十　
條　
天
皇
ハ
行
政
各
部
ノ
官
制
及
文
武
官
ノ
俸
給
ヲ

定
メ
及
文
武
官
ヲ
任
免
ス
但
シ
此
ノ
憲
法
又
ハ

他
ノ
法
律
ニ
特
例
ヲ
揭
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
各
々
其
ノ

條
項
ニ
依
ル

第 

十
一 

條　
天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
ス

第 

十
二 

條　
天
皇
ハ
陸
海
軍
ノ
編
制
及
常
備
兵
額
ヲ
定
ム

第 

十
三 

條　
天
皇
ハ
戰
ヲ
宣
シ
和
ヲ
講
シ
及
諸
般
ノ
條
約
ヲ

締
結
ス

第 

十
四 

條　
天
皇
ハ
戒
嚴
ヲ
宣
告
ス

戒
嚴
ノ
要
件
及
効
力
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第 

十
五 

條　
天
皇
ハ
爵
位
勳
章
及
其
ノ
他
ノ
榮
典
ヲ
授
與
ス

第 

十
六 

條　
天
皇
ハ
大
赦
特
赦
減
刑
及
復
權
ヲ
命
ス

第 

十
七 

條　
攝
政
ヲ
置
ク
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

攝
政
ハ
天
皇
ノ
名
ニ
於
テ
大
權
ヲ
行
フ

旧 

皇
室
典
範 

（
抄
）

　
　
　
　

第
一
章
　
皇
位
繼
承

第　
一　
條　
大
日
本
國
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男

子
之
ヲ
繼
承
ス

第　
二　
條　
皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
傳
フ

第　
三　
條　
皇
長
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
長
孫
ニ
傳
フ
皇
長
子

及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
次
子
及
其
ノ

子
孫
ニ
傳
フ
以
下
皆
之
ニ
例
ス

第　
四　
條　
皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
繼
承
ス
ル
ハ
嫡
出
ヲ
先
ニ
ス
皇

庶
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
繼
承
ス
ル
ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ

サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル

第　
五　
條　
皇
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
兄
弟
及
其
ノ
子

孫
ニ
傳
フ

第　
六　
條　
皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
伯

叔
父
及
其
ノ
子
孫
ニ
傳
フ

第　
七　
條　
皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

以
上
ニ
於
テ
最
近
親
ノ
皇
族
ニ
傳
フ

第　
八　
條　
皇
兄
弟
以
上
ハ
同
等
內
ニ
於
テ
嫡
ヲ
先
ニ
シ
庶

ヲ
後
ニ
シ
長
ヲ
先
ニ
シ
幼
ヲ
後
ニ
ス

第　
九　
條　
皇
嗣
精
神
若
ハ
身
體
ノ
不
治
ノ
重
患
ア
リ
又
ハ

明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
発
布

明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
施
行

（
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
詔
勅
）
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重
大
ノ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
皇
族
會
議
及
樞
密
顧

問
ニ
諮
詢
シ
前
數
條
ニ
依
リ
繼
承
ノ
順
序
ヲ
換

フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　

第
二
章
　
踐
祚
卽
位

第　
十　
條　
天
皇
崩
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
嗣
卽
チ
踐
祚
シ
祖
宗
ノ

神
器
ヲ
承
ク

第 

十
一 

條　
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ハ
京
都
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ

第 

十
二 

條　
踐
祚
ノ
後
元
號
ヲ
建
テ
一
世
ノ
間
ニ
再
ヒ
改
メ

サ
ル
コ
ト
明
治
元
年
ノ
定
制
ニ
從
フ

　
　
　
　
第
五
章
　
攝
政

第 

十
九 

條　

天
皇
未
タ
成
年
ニ
達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
攝
政
ヲ

置
ク 

天
皇
久
キ
ニ
亘
ル
ノ
故
障
ニ
由
リ
大
政
ヲ
親
ラ

ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
族
會
議
及
樞
密

顧
問
ノ
議
ヲ
經
テ
攝
政
ヲ
置
ク

第 

二
十 

條　
攝
政
ハ
成
年
ニ
達
シ
タ
ル
皇
太
子
又
ハ
皇
太
孫
之

ニ
任
ス

第
二
十
一
條　
皇
太
子
皇
太
孫
在
ラ
サ
ル
カ
又
ハ
未
タ
成
年
ニ

達
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
順
序
ニ
依
リ
攝
政
ニ
任
ス 

第
一　
親
王
及
王 

第
二　
皇
后 

第
三　
皇
太
后 

第
四　
太
皇
太
后 

第
五　
內
親
王
及
女
王

第
二
十
二
條　
皇
族
男
子
ノ
攝
政
ニ
任
ス
ル
ハ
皇
位
繼
承
ノ
順

序
ニ
從
フ
其
ノ
女
子
ニ
於
ケ
ル
モ
亦
之
ニ
準
ス

第
二
十
三
條　
皇
族
女
子
ノ
攝
政
ニ
任
ス
ル
ハ
其
ノ
配
偶
ア
ラ

サ
ル
者
ニ
限
ル

第
二
十
四
條　
最
近
親
ノ
皇
族
未
タ
成
年
ニ
達
セ
サ
ル
カ
又
ハ

其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
由
リ
他
ノ
皇
族
攝
政
ニ
任
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
後
來
最
近
親
ノ
皇
族
成
年
ニ
達
シ

又
ハ
其
ノ
事
故
既
ニ
除
ク
ト
雖
皇
太
子
及
皇
太

孫
ニ
對
ス
ル
ノ
外
其
ノ
任
ヲ
讓
ル
コ
ト
ナ
シ 

第
二
十
五
條　
攝
政
又
ハ
攝
政
タ
ル
ヘ
キ
者
精
神
若
ハ
身
體
ノ

重
患
ア
リ
又
ハ
重
大
ノ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
皇
族

會
議
及
樞
密
顧
問
ノ
議
ヲ
經
テ
其
ノ
順
序
ヲ
換

フ
ル
コ
ト
ヲ
得 

登
極
令 

（
抄
）

第　

一　

條　
天
皇
踐
祚
ノ
時
ハ
卽
チ
掌
典
長
ヲ
シ
テ
賢
所
ニ

祭
典
ヲ
行
ハ
シ
メ
且
踐
祚
ノ
旨
ヲ
皇
霊
殿
神
殿

ニ
奉
告
セ
シ
ム

第　
二　
條　
天
皇
踐
祚
ノ
後
ハ
直
ニ
元
號
ヲ
改
ム

　
　
　
　
　
　

元
号
ハ
樞
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ
タ
ル
後
之
ヲ
勅
定
ス

第　
三　
條　
元
號
ハ
詔
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
布
ス

第　

四　

條　
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ハ
秋
冬
ノ
間
ニ
於
テ
之
ヲ

行
フ

　
　
　
　
　
　

大
嘗
祭
ハ
卽
位
ノ
禮
ヲ
訖
リ
タ
ル
後
續
テ
之
ヲ

行
フ

第　

五　

條　
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
ト
キ
ハ
其
ノ
事
務

ヲ
掌
理
セ
シ
ム
ル
爲
宮
中
ニ
大
禮
使
ヲ
置
ク

第　

六　

條　
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
期
日
ハ
宮
内
大
臣

國
務
各
大
臣
ノ
連
署
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
告
ス

第　

七　

條　
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
期
日
定
マ
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
之
ヲ
賢
所
皇
霊
殿
神
殿
ニ
奉
告
シ
勅
使

ヲ
シ
テ
神
宮
神
武
天
皇
山
陵
並
前
帝
四
代
ノ
山

陵
ニ
奉
幣
セ
シ
ム

第　

八　

條　
大
嘗
祭
ノ
齋
田
ハ
京
都
以
東
以
南
ヲ
悠
紀
ノ
地

方
ト
シ
京
都
以
西
以
北
ヲ
主
基
ノ
地
方
ト
シ
其

ノ
地
方
ハ
之
ヲ
勅
定
ス

第　
九　
條　

悠
紀
主
基
ノ
地
方
ヲ
勅
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
宮
内

大
臣
ハ
地
方
長
官
ヲ
シ
テ
齋
田
ヲ
定
メ
其
ノ
所
有

者
ニ
対
シ
新
穀
ヲ
供
納
ス
ル
ノ
手
續
ヲ
爲
サ
シ
ム

第　
十　
條　

稻
實
成
熟
ノ
期
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
勅
使
ヲ
発
遣
シ

齋
田
ニ
就
キ
抜
穂
ノ
式
ヲ
行
ハ
シ
ム

第 

十
一 

條　

卽
位
ノ
禮
ヲ
行
フ
期
日
ニ
先
タ
チ
天
皇
神
器
ヲ

奉
シ
皇
后
ト
共
ニ
京
都
ノ
皇
宮
ニ
移
御
ス

第 

十
二 

條　

卽
位
ノ
禮
ヲ
行
フ
當
日
勅
使
ヲ
シ
テ
之
ヲ
皇
霊

殿
神
殿
ニ
奉
告
セ
シ
ム 　

大
嘗
祭
ヲ
行
フ
當
日
勅
使
ヲ
シ
テ
神
宮
皇
霊
殿

神
殿
竝
官
國
幣
社
ニ
奉
幣
セ
シ
ム

第 

十
三 

條　

大
嘗
祭
ヲ
行
フ
前
一
日
鎭
魂
ノ
式
ヲ
行
フ 

第 

十
四 

條　

卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ハ
附
式
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依

リ
之
ヲ
行
フ 

第 

十
五 

條　

卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
大
饗
ヲ

賜
フ 

第 

十
六 

條　

卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇

后
ト
共
ニ
神
宮
神
武
天
皇
山
陵
並
前
帝
四
代
ノ

山
陵
ニ
謁
ス 

（
明
治
四
十
二
年
皇
室
令
第
一
号
）
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第 

十
七 

條　

卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
訖
リ
テ
東
京
ノ
宮
城
ニ
還

幸
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后
ト
共
ニ
皇
霊
殿
神

殿
ニ
謁
ス

第 

十
八 
條　
諒
闇
中
ハ
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ヲ
行
ハ
ス

皇
室
喪
儀
令 
（
抄
）

　
　
　
　

第
一
　
大
喪
儀

第　

一　

條　
天
皇
崩
御
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
宮
内
大
臣
内
閣
總
理

大
臣
ノ
連
署
ヲ
以
テ
直
ニ
之
ヲ
公
告
ス

太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
崩
御
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
宮

内
大
臣
直
ニ
之
ヲ
公
告
ス

第　

二　

條　
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
崩
御
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
追
號
ヲ
勅
定
ス

第　

三　

條　
大
行
天
皇
ノ
追
號
ハ
宮
内
大
臣
内
閣
總
理
大
臣

ノ
連
署
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
告
ス

太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
追
號
ハ
宮
内
大
臣
之

ヲ
公
告
ス

第　

四　

條　
天
皇
崩
御
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
日
及
其
ノ
翌
日
ヨ

リ
五
日
間
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
崩
御
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
當
日
及
其
ノ
翌
日
ヨ
リ
三
日
間
廢
朝
ス

大
喪
儀
ヲ
行
フ
當
日
亦
同
シ

第　

五　

條　
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
崩
御
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
大
喪
儀
ニ
關
ス
ル
事
務
ヲ
掌
理
セ
シ
ム
ル
爲

宮
中
ニ
大
喪
使
ヲ
置
ク

大
喪
使
ノ
官
制
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第　

六　

條　
大
行
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
柩
ハ
之
ヲ

殯
宮
ニ
奉
遷
ス

第　

七　

條　
大
喪
儀
ヲ
行
フ
期
日
場
所
及
陵
所
ハ
宮
内
大
臣

内
閣
總
理
大
臣
ノ
連
署
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
告
ス

第　

八　

條　
大
行
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
大
喪
儀
ニ

ハ
天
皇
喪
主
ト
ナ
ル
但
シ
勅
命
ニ
依
リ
皇
太
子

皇
太
孫
又
ハ
親
王
王
ヲ
シ
テ
喪
主
ノ
事
ヲ
行
ハ

シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第　
九　
條　
皇
后
ノ
大
喪
儀
ニ
ハ
皇
太
子
皇
太
孫
喪
主
ト
ナ

ル
皇
太
子
皇
太
孫
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
勅
命
ニ
依

リ
親
王
王
喪
主
ト
ナ
ル

皇
太
子
皇
太
孫
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
命
ニ
依
リ

親
王
王
ヲ
シ
テ
喪
主
ノ
事
ヲ
行
ハ
シ
ム

第　
十　
條　
大
行
天
皇
太
皇
太
后
皇
太
后
皇
后
ノ
霊
代
ハ
之

ヲ
權
殿
ニ
奉
安
シ
一
周
年
祭
ヲ
訖
リ
タ
ル
後
之

ヲ
皇
霊
殿
ニ
奉
遷
ス

第 

十
一 

條　
大
喪
儀
ハ
附
式
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

但
シ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
一
部
ヲ
行
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

元
号
法

  

一　
元
号
は
、政
令
で
定
め
る
。

二　
元
号
は
、皇
位
の
継
承
が
あ
つ
た
場
合
に
限
り
改
め
る
。

附 

則

  

一　
こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二　
昭
和
の
元
号
は
、本
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ

た
も
の
と
す
る
。

（
大
正
十
五
年
皇
室
令
第
十
一
号
）

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
二
日
施
行
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記

一
、
新
法
令
が
で
き
て
い
る
も
の
は
、当
然
夫
々
の
条
規
に
よ
る

こ
と
。（
例
、皇
室
典
範
、宮
内
府
法
、宮
内
府
法
施
行
令
、皇
室

経
済
法
、皇
室
経
済
法
の
施
行
に
関
す
る
法
律
、皇
統
譜
令
等
）

二
、
政
府
部
内
一
般
に
適
用
す
る
法
令
は
、当
然
こ
れ
を
適
用
す
る

こ
と
。（
例
、官
吏
任
用
敍
級
令
、官
吏
俸
給
令
等
）

三
、
従
前
の
規
定
が
廃
止
と
な
り
、新
ら
し
い
規
定
が
で
き
て
い

な
い
も
の
は
、従
前
の
例
に
準
じ
て
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

（
例
、皇
室
諸
制
典
の
附
式
皇
族
の
班
位
等
）

四
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、従
前
の
例
に
よ
れ
な
い
も
の
は
、当

分
の
内
の
案
を
立
て
て
、伺
い
を
し
た
上
事
務
を
処
理
す
る

こ
と
。（
例
、宮
中
席
次
等
）

五
、
部
内
限
り
の
諸
規
則
で
、特
別
の
事
情
の
な
い
も
の
は
、新
規

則
が
で
き
る
ま
で
、従
来
の
規
則
に
準
じ
て
、事
務
を
処
理
す

る
こ
と
。特
別
の
事
情
の
あ
る
も
の
は
、前
項
に
準
じ
て
処
理

す
る
こ
と
。（
例
、委
任
規
程
、非
常
災
害
庶
務
規
程
、宿
直
処
務

規
程
等
）

「
皇
室
令
及
び
附
属
法
令
廃
止
に
伴
い
事
務
取
扱
に
関
す
る
通
牒
」

皇
室
令
及
び
附
属
法
令
は
、五
月
二
日
限
り
、廃
止
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
に
つ
い
て
は
、事
務
は
概
ね
左
記
に
よ
り
、取
り
扱
う

こ
と
に
な
つ
た
か
ら
、命
に
よ
つ
て
通
牒
す
る
。

天
皇
の
行
為
の
分
類
及
び
具
体
例

国
事
行
為

公
的
行
為

そ
の
他
の
行
為

公
的
な
性
格・色
彩
を
も
つ
も
の

私
的
と
さ
れ
る
も
の

定　義

天
皇
が
、国
家
機
関
と
し
て
、内
閣
の
助
言
と
承
認
に
基

づ
い
て
行
う
行
為
で
あ
り
、憲
法
第
六
条
、第
七
条
、第
四

条
第
二
項
に
定
め
る
行
為

憲
法
に
定
め
る
国
事
行
為
以
外
の
行
為
で
、天
皇
が
象

徴
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
公
的
な
立
場
で
行
わ
れ

る
も
の

国
事
行
為
及
び
公
的
行
為
以

外
の
行
為
で
あ
り
、国
と
し
て

そ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
関
心
を
持
ち
、人
的
又

は
物
的
側
面
か
ら
そ
の
援
助

を
行
う
の
が
相
当
と
認
め
ら

れ
る
側
面
を
有
す
る
も
の

国
事
行
為
及
び
公
的
行
為
以
外

の
行
為
で
あ
り
、純
粋
に
私
的

な
も
の

例
〔
憲
法
第
六
条
〕

・
国
会
の
指
名
に
基
づ
い
て
、内
閣
総
理
大
臣
を
任
命

・
内
閣
の
指
名
に
基
づ
い
て
、最
高
裁
判
所
長
官
を
任
命

〔
憲
法
第
七
条
〕

・
憲
法
改
正
、法
律
、政
令
及
び
条
約
を
公
布

・
国
会
を
召
集

・
衆
議
院
を
解
散

・
国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示

・
国
務
大
臣
等
の
認
証
官
の
任
免
を
認
証
並
び
に
全
権

委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証

・
恩
赦
を
認
証

・
栄
典
を
授
与

・
批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を

認
証

・
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受

・
儀
式
を
行
う
こ
と（
新
年
祝
賀
の
儀
、大
喪
の
礼
、即
位

の
礼
等
）

〔
憲
法
第
四
条
第
二
項
〕

・
国
事
行
為
を
臨
時
代
行
に
委
任
す
る
こ
と

・
認
証
官
任
命
式

・
新
年
一
般
参
賀
、天
皇
誕
生
日
一
般
参
賀・祝
賀

・
講
書
始
の
儀
、歌
会
始
の
儀

・
春・秋
の
園
遊
会

・
拝
謁（
勲
章・褒
章
受
章
者
、被
表
彰
者
）

・
御
会
見（
国
賓
）、御
引
見（
外
国
賓
客
、外
国
大
公
使
）

・
宮
中
晩
餐（
国
賓
）、午
餐（
公
賓
、大
臣
、駐
日
大
使
御

夫
妻
）

・
お
茶（
日
本
芸
術
院
賞
受
賞
者
、日
本
学
士
院
賞
受
賞

者
）

・
全
国
植
樹
祭
、国
民
体
育
大
会
、豊
か
な
海
づ
く
り
大

会
、災
害
お
見
舞
い
、地
方
事
情
御
視
察

・
国
会
開
会
式
、全
国
戦
没
者
追
悼
式
、学
士
院
授
賞
式
、

芸
術
院
授
賞
式
、国
賓
御
訪
問

・
外
国
御
訪
問

・
大
嘗
祭

・
宮
宮
中
祭
祀（
新
嘗
祭
な
ど
）

・
神
社
御
参
拝

・
御
用
邸
御
滞
在

・
大
相
撲
御
覧

・
生
物
学
御
研
究

留意点
・「
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
は
、内
閣
の

助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
、内
閣
が
、そ
の
責
任
を
負

ふ
。」（
日
本
国
憲
法
第
三
条
）

・「
天
皇
は
、こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の

み
を
行
ひ
、国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。」（
日

本
国
憲
法
第
四
条
第
一
項
）

・
国
政
に
関
す
る
権
能
に
わ
た
ら
な
い
こ
と

・
象
徴
と
し
て
の
性
格
に
反
し
な
い
こ
と

・
内
閣
が
責
任
を
負
う
こ
と

・
憲
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
行
政
の
配
慮
が

必
要（
第
一
次
的
に
は
宮
内
庁
、最
終
的
に
は
内
閣
）

・
行
為
の
趣
旨
、内
容
等
に
応
じ
、上
記
の
留
意
点
に
準
じ
た
配
慮

が
必
要

※天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議最終報告 参考資料より縦書きに加工して作成
首相官邸HP（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/）

音
楽
会
等
御
鑑
賞

福
祉
施
設
御
訪
問
、企
業
御
視
察

芸
術
御
奨
励
、チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

の
趣
旨
の
あ
る
も
の

大
臣
等
か
ら
の
願
い
出
に
基

づ
い
て
、実
情
把
握
、御
奨
励

の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の

純
粋
に
個
人
と
し
て
の
御
関

心
に
よ
る
も
の

個
人
と
し
て
の
御
関
心
に
よ

る
も
の
で
、実
情
把
握
、御
奨

励
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の

（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
宮
内
府
長
官
官
房
文
書
課
発
第
四
五
号
）

八
束
清
貫「
皇
室
祭
祀
百
年
史
」

（『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
』第
一
巻 

一
五
一
頁 

昭
和
四
十
一
年 

神
道
文
化
会
）
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今
次
・
平
成
・
昭
和
の
御
代
替
り
諸
儀
式
等

今
次
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

平
成
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

昭
和
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

平成28年
八
月
八
日

天
皇
陛
下
お
言
葉
表
明

九
月
二
十
三
日
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識

者
会
議
設
置（
内
閣
総
理
大
臣
諮
問
機
関
）

平成29年
六
月
九
日

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例

法
成
立（
六
月
十
六
日
公
布
）

十
一
月
二
十
二
日

天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例

法
の
施
行
日
に
つ
い
て（
皇
室
会
議
議
長
宛

諮
問
）

十
二
月
一
日

皇
室
会
議（
答
申
）

十
二
月
十
三
日
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例

法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
公
布

平成30年
一
月
九
日

天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の

御
即
位
に
伴
う
式
典
準
備
委
員
会
設
置

十
月
十
二
日

天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の

御
即
位
に
伴
う
式
典
委
員
会
設
置

天
皇
陛
下
の
御
退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の

御
即
位
に
伴
う
式
典
実
施
連
絡
本
部
設
置

大
礼
委
員
会
設
置

平成31年
一
月
七
日

昭
和
天
皇
三
十
年
式
年
祭

三
月
十
二
日

賢
所
に
退
位
及
び
そ
の
期
日
奉
告
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
退
位
及
び
そ
の
期
日
奉
告

の
儀

神
宮
神
武
天
皇
山
陵
及
び
昭
和
天
皇
以
前

四
代
の
天
皇
山
陵
に
勅
使
発
遣
の
儀

三
月
十
五
日

神
宮
に
奉
幣
の
儀

神
武
天
皇
山
陵
及
び
昭
和
天
皇
以
前
四
代

の
天
皇
山
陵
に
奉
幣
の
儀

三
月
二
十
六
日
神
武
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

四
月
一
日

元
号
を
改
め
る
政
令
公
布（
予
定
）

四
月
十
八
日

神
宮
に
親
謁
の
儀

四
月
下
旬

昭
和
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

四
月
三
十
日

退
位
礼
当
日
賢
所
大
前
の
儀

退
位
礼
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

退
位
礼
正
殿
の
儀

新元号元年
五
月
一
日

改
元

昭和64年
一
月
七
日

先
帝
崩
御

大正15年
十
二
月
二
十
五
日

先
帝
崩
御

剣
璽
等
承
継
の
儀

臨
時
閣
議

即
位
後
朝
見
の
儀

賢
所
の
儀

賢
所
ノ
儀

賢
所
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
ニ
奉
告
ノ
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

剣
璽
等
承
継
の
儀

剣
璽
渡
御
ノ
儀

緊
急
閣
議

元
号
を
改
め
る
政
令
公
布
（
翌
日
施
行
）

枢
密
院
で
元
号
建
定
の
審
査
委
員
会

枢
密
院
本
会
議

閣
議

元
号
建
定
の
件
上
奏

詔
書
に
御
署
名

平成元年
一
月
八
日

改
元

昭和元年
同
日

改
元
ノ
詔
書
（
即
日
公
布
・
即
日
施
行
）

五
月
二
日

賢
所
の
儀

賢
所
の
儀

十
二
月
二
十
六
日

賢
所
ノ
儀

大
喪
の
礼
委
員
会
設
置

五
月
三
日

賢
所
の
儀

一
月
九
日

賢
所
の
儀

十
二
月
二
十
七
日

賢
所
ノ
儀

即
位
後
朝
見
の
儀

十
二
月
二
十
八
日

践
祚
後
朝
見
ノ
儀

二
月
二
十
四
日
斂
葬
の
儀

昭和2年
二
月
七
日

斂
葬
ノ
儀

大
喪
の
礼

六
月
二
十
九
日
即
位
の
礼
検
討
委
員
会
設
置

大
礼
検
討
委
員
会
設
置

六
月
二
十
日

大
礼
準
備
委
員
会
設
置

九
月
二
十
六
日
即
位
の
礼
準
備
委
員
会
設
置

十
月
十
五
日

皇
室
祭
祀
令
改
正

大
礼
準
備
委
員
会
設
置

十
二
月
二
十
五
日

大
正
天
皇
一
年
祭

十
二
月
三
十
日
登
極
令
改
正

今
次
・
平
成
・
昭
和
の
御
代
替
り
諸
儀
式
一
覧
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今
次
・
平
成
・
昭
和
の
御
代
替
り
諸
儀
式
等

今
次
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

平
成
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

昭
和
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

新元号元年
五
月
四
日

一
般
参
賀

平成2年
一
月
七
日

昭
和
天
皇
一
年
祭

昭和3年
一
月
十
二
日

諸
儀
期
日
を
御
裁
可

一
月
八
日

即
位
の
礼
委
員
会
設
置

大
礼
委
員
会
設
置

五
月
八
日

賢
所
に
期
日
奉
告
の
儀

一
月
二
十
三
日
賢
所
に
期
日
奉
告
の
儀

一
月
十
七
日

賢
所
二
期
日
奉
告
ノ
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
に
期
日
奉
告
の
儀

皇
霊
殿
神
殿
二
期
日
奉
告
ノ
儀

神
宮
神
武
天
皇
山
陵
及
び
昭
和
天
皇
以
前

四
代
の
天
皇
山
陵
に
勅
使
発
遣
の
儀

神
宮
神
武
天
皇
山
陵
及
び
前
四
代
の
天
皇

山
陵
に
勅
使
発
遣
の
儀

神
宮
神
武
天
皇
山
陵
並
前
帝
四
代
ノ
天
皇

山
陵
二
勅
使
発
遣
ノ
儀

五
月
十
日

神
宮
に
奉
幣
の
儀

一
月
二
十
五
日
神
宮
に
奉
幣
の
儀

一
月
十
九
日

神
宮
二
奉
幣
ノ
儀

神
武
天
皇
山
陵
及
び
昭
和
天
皇
以
前
四
代

の
天
皇
山
陵
に
奉
幣
の
儀

神
武
天
皇
山
陵
及
び
前
四
代
の
天
皇
山
陵

に
奉
幣
の
儀

神
武
天
皇
山
陵
並
前
帝
四
代
ノ
山
陵
二
奉

幣
ノ
儀

五
月
十
三
日

斎
田
点
定
の
儀

二
月
八
日

斎
田
点
定
の
儀

二
月
五
日

斎
田
点
定
ノ
儀

六
月
二
十
四
日
名
古
屋
離
宮
賢
所
仮
殿
地
鎮
祭
ノ
儀

別
途
決
定

大
嘗
宮
地
鎮
祭

八
月
二
日

大
嘗
宮
地
鎮
祭

八
月
五
日

大
嘗
宮
地
鎮
祭
ノ
儀

八
月
十
九
日

斎
田
斎
場
地
鎮
祭
ノ
儀
（
悠
紀
主
基
）

九
月
二
十
七
日
悠
紀
斎
田
抜
穂
の
儀
の
期
日
公
示

斎
田
抜
穂
前
一
日
大
祓

悠
紀
斎
田
抜
穂
前
一
日
大
祓

九
月
十
五
日

斎
田
抜
穂
前
一
日
大
祓
ノ
儀
（
悠
紀
）

斎
田
抜
穂
の
儀

九
月
二
十
八
日
悠
紀
斎
田
抜
穂
の
儀

九
月
十
六
日

悠
紀
斎
田
抜
穂
ノ
儀

十
月
九
日

主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
の
期
日
公
示

主
基
斎
田
抜
穂
前
一
日
大
祓

九
月
二
十
日

斎
田
抜
穂
前
一
日
大
祓
ノ
儀
（
主
基
）

十
月
十
日

主
基
斎
田
抜
穂
の
儀

九
月
二
十
一
日
主
基
斎
田
抜
穂
ノ
儀

悠
紀
主
基
両
地
方
新
穀
供
納

十
月
二
十
五
日
悠
紀
主
基
両
地
方
新
穀
供
納

十
月
十
六
日

悠
紀
地
方
新
穀
供
納
式

十
月
十
七
日

主
基
地
方
新
穀
供
納
式

十
一
月
六
日

京
都
二
行
幸
ノ
儀

十
一
月
七
日

賢
所
春
興
殿
二
渡
御
ノ
儀

十
月
二
十
二
日
即
位
礼
当
日
賢
所
大
前
の
儀

十
一
月
十
二
日
即
位
礼
当
日
賢
所
大
前
の
儀

十
一
月
十
日

即
位
礼
当
日
皇
霊
殿
神
殿
二
奉
告
ノ
儀

即
位
礼
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

即
位
礼
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

即
位
礼
当
日
賢
所
大
前
ノ
儀

即
位
礼
正
殿
の
儀

即
位
礼
正
殿
の
儀

即
位
礼
当
日
紫
宸
殿
ノ
儀

十
一
月
十
一
日
即
位
礼
後
一
日
賢
所
御
神
楽
ノ
儀

祝
賀
御
列
の
儀

祝
賀
御
列
の
儀

饗
宴
の
儀

（
二
十
二
日
、二
十
五
日
、二
十
九
日
、三
十
一
日
）

饗
宴
の
儀
（
十
二
日
～
十
五
日
）

十
月
二
十
三
日
内
閣
総
理
大
臣
夫
妻
主
催
晩
餐
会

十
一
月
十
三
日
園
遊
会

十
一
月
十
二
日
神
宮
皇
霊
殿
神
殿
並
官
国
幣
社
二
勅
使
発

遣
ノ
儀

十
一
月
八
日

神
宮
に
勅
使
発
遣
の
儀

十
一
月
十
六
日
神
宮
に
勅
使
発
遣
の
儀

（
勅
祭
社
十
六
社
に
幣
帛
料
御
下
賜
）

勅
祭
社
十
六
社
に
幣
帛
料
御
下
賜

十
一
月
十
八
日
即
位
礼
一
般
参
賀

大
嘗
祭
前
二
日
御
禊
ノ
儀

十
一
月
十
二
日
大
嘗
祭
前
二
日
御
禊

十
一
月
二
十
日
大
嘗
祭
前
二
日
御
禊

大
嘗
祭
前
二
日
大
祓
ノ
儀

大
嘗
祭
前
二
日
大
祓

大
嘗
祭
前
二
日
大
祓

十
一
月
十
三
日
大
嘗
祭
前
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭
ノ
儀

十
一
月
十
三
日
大
嘗
祭
前
一
日
鎮
魂
の
儀

十
一
月
二
十
一
日

大
嘗
祭
前
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭

大
嘗
祭
前
一
日
鎮
魂
ノ
儀

大
嘗
祭
前
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭

大
嘗
祭
前
一
日
鎮
魂
の
儀

十
一
月
十
四
日
大
嘗
祭
当
日
神
宮
二
奉
幣
ノ
儀

十
一
月
十
四
日
大
嘗
祭
当
日
神
宮
に
奉
幣
の
儀

十
一
月
二
十
二
日
大
嘗
祭
当
日
神
宮
に
奉
幣
の
儀

大
嘗
祭
当
日
皇
霊
殿
神
殿
二
奉
幣
ノ
儀

大
嘗
祭
当
日
賢
所
大
御
饌
供
進
の
儀

大
嘗
祭
当
日
賢
所
大
御
饌
供
進
の
儀

大
嘗
祭
当
日
賢
所
大
御
饌
供
進
ノ
儀

大
嘗
祭
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

大
嘗
祭
当
日
皇
霊
殿
神
殿
に
奉
告
の
儀

大
嘗
宮
ノ
儀

大
嘗
宮
の
儀

大
嘗
宮
の
儀

悠
紀
殿
供
饌
ノ
儀

悠
紀
殿
供
饌
の
儀

悠
紀
殿
供
饌
の
儀

十
一
月
十
五
日
主
基
殿
供
饌
ノ
儀

十
一
月
十
五
日
主
基
殿
供
饌
の
儀

十
一
月
二
十
三
日
主
基
殿
供
饌
の
儀

十
一
月
十
六
日
大
嘗
祭
後
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭
ノ
儀

十
一
月
十
六
日
大
嘗
祭
後
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭

十
一
月
二
十
四
日
大
嘗
祭
後
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭

即
位
礼
及
大
嘗
祭
後
大
饗
第
一
日
ノ
儀

大
饗
の
儀

大
饗
の
儀
（
昼
の
儀
）

十
一
月
十
七
日
即
位
礼
及
大
嘗
祭
後
大
饗
第
二
日
ノ
儀

大
饗
の
儀
（
夜
の
儀
）

即
位
礼
及
大
嘗
祭
後
大
饗
夜
宴
ノ
儀

十
一
月
十
八
日
大
饗
の
儀

十
一
月
二
十
五
日
大
饗
の
儀

即
位
礼
及
大
嘗
祭
後
神
宮
二
親
謁
ノ
儀

別
途
決
定

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
宮
に
親
謁
の
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
宮
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
日
豊
受
大
神
宮

豊
受
大
神
宮
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
七
日
豊
受
大
神
宮
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
一
日

皇
大
神
宮
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今
次
・
平
成
・
昭
和
の
御
代
替
り
諸
儀
式
等

今
次
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

平
成
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

昭
和
の
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
の
式
等

新元号元年
別
途
決
定

皇
大
神
宮
に
親
謁
の
儀

平成2年
十
一
月
二
十
八
日
皇
大
神
宮
に
親
謁
の
儀

昭和3年
十
一
月
二
十
一
日
即
位
礼
及
大
嘗
祭
後
神
武
天
皇
山
陵
並
前

帝
四
代
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
武
天
皇
山
陵
及

び
昭
和
天
皇
以
前
四
代
の
天
皇
山
陵
に
親

謁
の
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
神
武
天
皇
山
陵
及

び
前
四
代
の
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
三
日
神
武
天
皇
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

神
武
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
二
月
二
日

神
武
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
四
日
仁
孝
天
皇
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

孝
明
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

孝
明
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

孝
明
天
皇
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

明
治
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
二
月
三
日

明
治
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

茶
会

茶
会

十
一
月
二
十
五
日
明
治
天
皇
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

昭
和
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
二
月
五
日

昭
和
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

大
正
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

大
正
天
皇
山
陵
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
六
日
東
京
二
還
幸
ノ
儀

十
一
月
二
十
七
日
賢
所
温
明
殿
二
還
御
ノ
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
に
親
謁
の
儀

十
二
月
六
日

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
に
親
謁
の
儀

十
一
月
二
十
八
日
東
京
還
幸
後
賢
所
御
神
楽
ノ
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
皇
霊
殿
神
殿
に
親

謁
の
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
皇
霊
殿
神
殿
に
親

謁
の
儀

十
一
月
二
十
九
日
大
正
天
皇
山
陵
二
親
謁
ノ
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
御
神
楽
の
儀

即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
後
賢
所
御
神
楽
の
儀

十
一
月
三
十
日
還
幸
後
皇
霊
殿
神
殿
二
親
謁
ノ
儀

十
二
月
七
日

宮
中
饗
宴

十
二
月
八
日

宮
中
饗
宴

十
二
月
十
日

宮
中
饗
宴

十
二
月
十
一
日
宮
中
饗
宴

大
嘗
祭
後
大
嘗
宮
地
鎮
祭

二
月
十
四
日

大
嘗
祭
後
大
嘗
宮
地
鎮
祭

七
月
十
六
日

大
嘗
祭
後
大
嘗
宮
地
鎮
祭
ノ
儀

即位の礼・大嘗祭訴訟（神奈川）

原
　
　
　
　
　
告

キ
リ
ス
ト
教
牧
師
ら
四
五
人

被
　
　
　
　
　
告

知
事
、県
議
会
議
長

事
案（
請
求
内
容
）

即
位
の
礼
と
大
嘗
祭
に
、知
事
と
県
議
会
議
長
が
県
の
公
費
を
使
っ
て
参
列
し
た
の
は
、憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則
や
主
権
在
民
の
原
理
に
違
反
す
る
た

め
、県
か
ら
支
出
さ
れ
た
約
二
八
，〇
〇
〇
円
の
旅
費
を
県
に
返
還
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

地　裁

提
訴
日

平
成
四
年
一
月
十
八
日
、
平
成
三
年
四
月
一
日

判
決
日

平
成
十
一
年
九
月
二
十
七
日

判
決
内
容

原
告
の
請
求
棄
却

判
決
要
旨

国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」は
、神
道
と
の
か
か
わ
り
を
有
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
即
位
を
公
に
宣
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、そ
の
即
位
を
内

外
の
代
表
が
こ
と
ほ
ぐ
儀
式
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
宗
教
的
目
的
は
な
く
、宗
教
的
な
効
果
も
一
般
的
に
は
極
め
て
小
さ
か
っ
た
か
ら
、目
的
効
果
基
準
に
照
ら
し

て
憲
法
二
十
条
三
項
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。

皇
室
は
、憲
法
二
十
条
一
項
後
段
の
宗
教
団
体
に
も
、八
十
九
条
の
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
に
も
該
当
し
な
い
か
ら
、い
ず
れ
の
条
項
に
も
抵
触
せ
ず
、

国
民
統
合
の
象
徴
た
る
天
皇
の
即
位
を
公
に
宣
明
す
る
儀
式
で
あ
る
以
上
、国
民
主
権
原
理
に
も
沿
う
し
、首
相
か
ら
の
招
待
を
受
け
た
参
列
は
、地
方
自
治

法
二
条
二
項
に
い
う
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
あ
た
る
た
め
、旅
費
の
支
出
に
違
法
性
は
な
い
。

大
嘗
祭
に
つ
い
て
、仮
に
国
費
の
支
出
が
違
憲
だ
と
し
て
も
、大
嘗
祭
自
体
が
違
憲
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、国
費
支
出
の
違
憲
性
に
つ
い
て
は
、検
討
す
る

必
要
は
な
く
、そ
の
参
列
の
違
憲
性
の
有
無
だ
け
を
問
題
と
す
る
べ
き
。被
告
は
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
に
儀
礼
を
つ
く
し
、祝
意
を
表
す
る
目
的

で
参
列
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、そ
こ
に
宗
教
的
意
義
等
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、ま
た
、そ
れ
以
上
に
特
定
の
宗
教
を
援
助
、助
長
、促

進
す
る
な
ど
の
効
果
を
与
え
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

高　裁

判
決
日

平
成
十
四
年
九
月
十
九
日

判
決
内
容

控
訴
棄
却

判
決
要
旨

即
位
礼
正
殿
の
儀
及
び
大
嘗
祭
の
参
列
の
目
的
は
、日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
に
対
す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く
す
も
の
で
あ
り
、そ

の
効
果
も
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、助
長
、促
進
又
は
圧
迫
、干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

最高裁

判
決
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
八
日

判
決
内
容

上
告
棄
却

判
決
要
旨

本
件
参
列
行
為
は
、そ
の
目
的
及
び
効
果
に
鑑
み
、憲
法
二
十
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
活
動
に
は
当
た
ら
な
い
。

大
嘗
祭
訴
訟
の
要
旨

※
今
次
の
御
代
替
り
諸
儀
式
日
程
は
平
成
三
十
一
年
三
月
五
日
現
在
の
も
の
で
予
定
の
も
の
を
含
み
ま
す
。
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即位の礼・大嘗祭訴訟（東京）

原
　
　
　
　
　
告

キ
リ
ス
ト
教
牧
師
ら
都
民
一
四
七
人

被
　
　
　
　
　
告

東
京
都
知
事
、都
庁
幹
部

事
案（
請
求
内
容
）

神
話
に
基
づ
く
、或
い
は
天
皇
が
人
民
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
儀
式
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
即
位
の
礼
正
殿
の
儀
並
び
に
大
嘗
祭
に
都
知
事
が
公
人
と

し
て
参
列
し
た
の
は
、憲
法
が
規
定
す
る
象
徴
天
皇
制
及
び
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
。

東
京
都
総
務
局
長
ら
が
奉
祝
記
念
式
典
を
主
催
し
た
こ
と
等
は
、地
方
自
治
法
に
根
拠
の
な
い
事
務
で
あ
り
、祝
意
を
有
し
な
い
都
民
に
と
っ
て
は
祝
意
の
強

制
で
あ
り
、個
人
の
思
想
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
。

違
憲
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
都
に
与
え
た
損
害
五
，一一
八
万
円
の
返
還
を
求
め
る
。

地　裁

提
訴
日

平
成
四
年
一
月
十
四
日

判
決
日

平
成
十
一
年
三
月
二
十
四
日

判
決
内
容

原
告
の
請
求
棄
却
原
告
の
請
求
棄
却

判
決
要
旨

国
事
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た「
即
位
礼
正
殿
の
儀
」は
国
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
が
即
位
を
宣
明
す
る
と
と
も
に
、そ
の
即
位
を
内
外
の
代
表
が
こ
と
ほ
ぐ
世
俗
的

な
目
的
の
儀
式
で
あ
り
、都
知
事
は
儀
式
が
実
施
さ
れ
る
首
都
東
京
の
知
事
の
地
位
に
あ
る
者
の
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、天
皇
の
即
位
に
祝
意
を
表
す
目
的
で

参
列
し
た
に
と
ど
ま
り
、憲
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
活
動
に
は
当
た
ら
な
い
。

皇
室
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
大
嘗
祭
な
ど
に
つ
い
て
も
、宗
教
的
儀
式
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、知
事
の
参
列
は
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、敬
意
と
祝
意
を

表
す
目
的
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
参
列
行
為
は
、国
民
主
権
原
理
に
も
象
徴
天
皇
制
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。

都
が
行
っ
た
祝
賀
事
業
も
、天
皇
の
即
位
を
祝
う
た
め
に
自
ら
の
判
断
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、宗
教
的
要
素
を
も
つ
も
の
と
も
、宗
教
と
の
関
わ
り
合
い

を
持
つ
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
く
、国
民
主
権
原
理
や
象
徴
天
皇
制
に
も
違
反
し
な
い
。

高　裁

判
決
日

平
成
十
六
年
四
月
十
六
日

判
決
内
容

控
訴
棄
却

判
決
要
旨

地
裁
判
決
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、大
嘗
祭
等
を「
天
皇
個
人
又
は
皇
室
の
私
的
な
信
仰
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
」で
あ
り
、「
国
事
行
為
で
は
な
く
皇

室
行
事
」で
あ
る
と
認
定
。政
府
見
解
に
あ
る
よ
う
に
、「
皇
室
の
公
的
行
事
」と
明
確
に
説
明
す
べ
き
。

最高裁

判
決
日

平
成
十
七
年
十
二
月
八
日

判
決
内
容

上
告
棄
却

判
決
要
旨

即
位
礼
正
殿
の
儀
と
大
嘗
祭
関
連
諸
儀
式
へ
の
都
知
事
の
参
列
は
、憲
法
に
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
天
皇
の
即
位
に

祝
意
を
表
す
る
目
的
で
、地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
に
あ
る
者
の
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、三
権
の
長
、国
務
大
臣
、各
地
方
公
共
団
体
の
代
表
者
等
と
共
に
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
鑑
み
、憲
法
上
の
政
教
分
離
原
則
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
教
分
離
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

即位の礼・大嘗祭訴訟（大阪）

原
　
　
　
　
　
告

新
聞
で
公
募
し
た
九
八
七
人（
在
日
韓
国
人
を
含
む
）⇨
一
，六
五
八
人

被
　
　
　
　
　
告

国

事
案（
請
求
内
容
）

即
位
の
礼
及
び
大
嘗
祭
諸
儀
式・行
事
を
国
事
行
為
あ
る
い
は
公
的
性
格
を
有
す
る
皇
室
行
事
と
し
て
行
い
、こ
れ
に
八
一
億
円
も
の
国
費
を
支
出
す
る
こ
と

は
、日
本
国
憲
法
の
根
本
原
則
た
る
国
民
主
権
原
理
及
び
政
教
分
離
原
則
に
明
確
に
違
反
す
る
た
め
、憲
法
違
反
し
、憲
法
違
反
の
権
利
侵
害
行
為
に
よ
っ
て

耐
え
が
た
い
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
て
い
る
。

地　裁

提
訴
日

平
成
二
年
九
月
二
十
一
日

判
決
日

平
成
四
年
十
一
月
二
十
四
日

判
決
内
容

原
告
の
請
求
却
下

判
決
要
旨

単
に
国
民
や
納
税
者
の
地
位
に
基
づ
い
て
、国
政
行
為
の
是
正
を
求
め
る
訴
訟
は
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。慰
謝
料
を
請
求
す
る
原
告
の
主
張
は
、自

己
の
意
見
や
見
解
に
反
す
る
国
費
支
出
、国
事
行
為・皇
室
行
事
に
対
す
る
憤
怒
の
情
や
不
快
感
、屈
辱
感
の
表
明
に
過
ぎ
ず
、法
的
保
護
を
与
え
る
利
益
に
あ

た
ら
な
い
。

高　裁

判
決
日

平
成
七
年
三
月
九
日

判
決
内
容

控
訴
棄
却

判
決
要
旨

国
の
行
為
そ
れ
自
体
は
直
接
的
に
は
原
告
ら
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、何
ら
の
具
体
的
な
義
務
や
負
担
を
課
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、こ
れ
ら
行
為
が
原

告
ら
の
思
想
等
の
形
成・維
持
に
具
体
的
且
つ
直
接
に
影
響
を
与
え
た
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。

大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
、神
道
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、こ
れ
を
公
的
な
皇
室
の
行
事
と
し
て
宮
廷
費
を
も
っ
て
執
行
し
た
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
目
的
効
果
基
準
に
照
ら
し
て
も
、少
な
く
と
も
国
家
神
道
に
対
す
る
助
長
、促
進
に
な
る
よ
う
な
行
為
と
し
て
、政
教
分
離
規
定
に
違
反
す
る
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
念
は
一
概
に
否
定
で
き
な
い
。

首
相
が
天
皇
陛
下
を
仰
ぎ
見
る
位
置
で「
寿
詞
」を
奏
上
し
た
こ
と
な
ど
、国
民
を
主
権
者
と
す
る
現
憲
法
の
趣
旨
に
相
応
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
点
が
な
お

存
在
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

※
原
告
は
上
告
せ
ず
、

ね
じ
れ
判
決
が
確
定

3738



鹿児島県大嘗祭訴訟

原
　
　
　
　
　
告

県
民
一
人（
医
師
）

被
　
　
　
　
　
告

知
事

事
案（
請
求
内
容
）

大
嘗
祭
を
皇
室
の
公
的
行
事
と
し
た
の
は
、憲
法
に
定
め
る
政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
、知
事
が
儀
式
に
県
費
で
参
列
し
た
の
は
、同
じ
く
政
教
分
離
原
則
や
公
務

員
と
し
て
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
な
ど
に
違
反
す
る
の
で
、県
か
ら
支
出
さ
れ
た
七
五
，六
六
〇
円
の
返
還
を
求
め
る
。

地　裁

提
訴
日

平
成
三
年
三
月
十
九
日

判
決
日

平
成
四
年
十
月
二
日

判
決
内
容

原
告
の
請
求
棄
却

判
決
要
旨

知
事
の
大
嘗
祭
へ
の
参
列
は
、日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
、国
の
要
職
に
あ
る
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
に
儀
礼
を
つ
く
し
、祝
意

を
表
す
る
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
、そ
の
目
的
に
お
い
て
宗
教
的
意
義
は
な
い
。ま
た
、儀
礼
を
つ
く
し
、祝
意
を
表
す
る
と
い
う
効
果
を
持
つ
こ
と
は
当
然
と
し

て
も
、大
嘗
祭
の
宗
教
的
側
面
に
対
し
、援
助
、助
長
、促
進
し
、他
の
宗
教
を
圧
迫
す
る
等
の
効
果
を
も
つ
行
為
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。知
事
の
行
為
は

憲
法
の
定
め
る
国
民
主
権
原
理
、政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
も
の
で
も
、憲
法
尊
重
擁
護
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
。

高　裁

判
決
日

平
成
十
年
十
二
月
一
日

判
決
内
容

控
訴
棄
却

判
決
要
旨

知
事
の
参
列
行
為
は
、そ
の
意
図
、目
的
等
に
お
い
て
宗
教
的
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、む
し
ろ
、社
会
的
儀
礼
と
し
て
の
意
識
が
強
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、

一
般
人
に
お
い
て
も
、天
皇
の
即
位
に
関
連
す
る
社
会
的
儀
礼
の
範
囲
内
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、本
件
行
為
は
、そ
の
目
的

に
お
い
て
宗
教
的
意
義
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。ま
た
、そ
の
効
果
に
つ
い
て
も
、特
定
の
宗
教
で
あ
る
神
道
に
対
す
る
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、そ
れ
を
援
助
、助

長
、促
進
し
、他
の
宗
教
や
無
宗
教
者
に
対
す
る
圧
迫
等
に
繋
が
る
精
神
的
、心
理
的
効
果
が
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

最高裁

判
決
日

平
成
十
四
年
七
月
十
一
日

判
決
内
容

上
告
棄
却

判
決
要
旨

大
嘗
祭
は
、皇
位
継
承
の
際
に
通
常
行
わ
れ
て
き
た
皇
室
の
重
要
な
伝
統
的
儀
式
で
あ
る
。知
事
の
参
列
の
目
的
は
、地
方
公
共
団
体
の
長
と
い
う
公
職
に
あ

る
者
の
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、天
皇
の
即
位
に
伴
う
皇
室
の
伝
統
儀
式
に
際
し
、日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
即
位
に
祝
意
を
表
す
る

こ
と
で
あ
り
、そ
の
効
果
も
、特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、助
長
、促
進
又
は
圧
迫
、干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

原
　
　
　
　
　
告

牧
師
、弁
護
士
ら
を
含
む
県
民
三
七
人

被
　
　
　
　
　
告

知
事
、副
知
事
、農
政
部
長

事
案（
請
求
内
容
）

「
抜
穂
の
儀
」に
知
事
や
副
知
事
、農
政
部
長
が
参
列
し
、祭
壇
に
向
か
っ
て
拝
礼
し
た
の
は
宗
教
的
活
動
に
あ
た
り
、憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す

る
た
め
、知
事
ら
に
支
給
さ
れ
た
日
当
や
旅
費
、随
行
県
職
員
祭
典
時
間
中
の
給
与
計
二
八
，五
一
二
円
を
返
還
す
る
よ
う
求
め
る
。

地　裁

提
訴
日

平
成
三
年
一
月
二
十
五
日

判
決
日

平
成
六
年
六
月
三
十
日

判
決
内
容

原
告
の
請
求
棄
却

判
決
要
旨

主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
は
、そ
の
意
義
、内
容
及
び
形
式
か
ら
し
て
、広
い
意
味
で
神
式
の
儀
式
で
あ
り
、宗
教
的
儀
式
と
見
ら
れ
る
か
ら
、被
告
ら
の
参
列
が
宗
教

と
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、天
皇
は
日
本
国
憲
法
上
、日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、日
本
国
民
統
合
の
象

徴
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、大
嘗
祭
は
皇
位
継
承
に
必
要
か
つ
重
要
な
儀
式
の一つ
で
あ
る
。大
嘗
祭
は
、特
定
の
宗
教
、宗
派
の
普
及
、拡
大
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、ま
た
、知
事
ら
の
参
列
も
主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
の
挙
行
地
に
お
い
て
重
要
な
公
職
に
あ
る
者
の
社
会
的
儀
礼
と
し
て
、新
天
皇
へ
の
祝
意
を
表
す
目
的

で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、単
に
参
列
し
て
拝
礼
を
し
た
に
と
ど
ま
り
、主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
の
進
行
等
に
つ
き
積
極
的
な
係
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い
な
い
。

被
告
ら
の
主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
へ
の
参
列
は
、そ
の
目
的
は
、新
天
皇
の
皇
位
継
承
儀
式
の
関
係
儀
式
に
際
し
、新
天
皇
に
祝
意
を
表
す
る
と
い
う
、専
ら
世
俗

的
な
も
の
で
あ
り
、そ
の
効
果
も
、新
天
皇
に
祝
意
を
表
す
る
以
上
に
、特
定
の
宗
教
を
援
助
、助
長
、促
進
又
は
圧
迫
、干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な

い
か
ら
、憲
法
二
十
条
三
項
に
よ
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
ら
な
い
。

高　裁

判
決
日

平
成
十
年
九
月
二
十
五
日

判
決
内
容

控
訴
棄
却

判
決
要
旨

抜
穂
の
儀
は
宗
教
上
の
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、知
事
ら
の
主
観
的
意
思
と
し
て
は
、天
皇
の
即
位
を
祝
い
、天
皇
に
敬
意
を
表

す
る
た
め
の
参
列
で
あ
り
、一
般
人
に
神
道
が
特
別
の
宗
教
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、神
道
に
対
す
る
関
心
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
態
様
の
も
の
で
は
な
く
、

社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
儀
礼
行
為
で
あ
っ
た
。知
事
ら
の
行
為
は
特
定
の
宗
教
で
あ
る
神
道
に
対
す
る
援
助
等
の
目
的
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、ま
た
、他
の
宗
教
や
無
宗
教
の
も
の
に
対
す
る
圧
迫
等
を
企
図
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

最高裁

判
決
日

平
成
十
四
年
七
月
九
日

判
決
内
容

上
告
棄
却

判
決
要
旨

主
基
斎
田
抜
穂
の
儀
は
大
嘗
祭
の
一
部
を
構
成
す
る
一
連
の
儀
式
の
一
つ
と
し
て
皇
室
の
伝
統
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。知
事
ら
の
参
列
の
目
的

は
、地
元
で
開
催
さ
れ
る
天
皇
の
即
位
に
伴
う
皇
室
の
伝
統
儀
式
に
際
し
、日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
に
対
す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く

す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、そ
の
効
果
も
、特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、助
長
、促
進
又
は
圧
迫
、干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

大分県主基斎田抜穂の儀参列訴訟
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発
行
日
　
平
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年
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月
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八
日

　
　
　
発
行
人
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道
政
治
連
盟

一
五
一
―
〇
〇
五
三

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
―
一
―
二

T
E
L 
〇
三
―
三
三
七
九
―
八
二
八
二
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